
第
三
篤

行

結核対策推進優良村として

秩父宮妃殿下より授賞



第
一
章

第
一
節

第
二
節

第
三
節

第
四
節

第
五
節

第
六
節

第
二
章

第
一
節

第
二
節

第
三
節

第
四
節

行三

役

各
種
委
員
会

議

決

機

関

行
政
事
務
機
構

庁
舎
・
集
会
所

行
政
区
画
の
変
更

財財
政
の

概
況

年
度
別
歳
入
歳
出
の
概
要

国
民
健
康
保
険
事
業
会
計
の
概
要

産
…
…
…
…
…
‥
・
‥
…
・
…
…
…
‥
・
…
‥
‥
‥
‥
…
・

七 七 五 五
一 九 七



政第1章 行

第
一
章

行

昭
和
三
〇
年
三
月
三
一
日
の
合
併
以
来
「
村
民
融
和
」
を
村
是
と

し
て
、
新
村
建
設
計
画
に
も
ら
れ
た
方
針
を
着
々
実
行
に
移
し
て

行
っ
た
。

い
ま
改
め
て
「
新
村
建
設
の
基
本
方
針
」
を
回
顧
し
吟
味
し
て
み

る
と
、
そ
れ
は
本
村
が
急
傾
斜
の
山
岳
地
帯
に
立
地
し
生
産
性
が
低

い
と
い
う
宿
命
を
背
負
う
て
お
り
、
こ
の
悪
条
件
を
克
服
す
る
特
殊

産
業
の
基
盤
を
確
立
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に

は
水
路
・
溜
池
・
井
堰
な
ど
を
増
設
し
て
食
糧
自
給
策
を
講
ず
る
と

か
、
草
生
地
を
利
用
し
て
畜
産
を
推
進
す
る
と
か
、
広
範
囲
を
占
め

る
山
地
の
植
林
化
を
図
る
こ
と
が
謳
わ
れ
、
ま
た
農
林
道
・
橋
梁
を

改
修
し
て
住
民
の
利
便
を
図
る
こ
と
の
必
要
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
根
本
を
教
育
に
お
き
、
特
に
社
会
教
育
を
振
興
し
て

勤
労
意
欲
の
昂
揚
と
か
消
費
生
活
の
経
費
節
減
を
は
か
る
こ
と
に
目

覚
め
さ
せ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

合
併
後
二
〇
年
の
社
会
情
勢
の
変
動
は
甚
し
く
、
全
く
当
初
に
予

期
し
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
本
村
の
行
政
は
基
本
方
針
の
指
向
す
る

と
こ
ろ
に
し
た
が
い
つ
ゝ
、
新
時
代
の
要
請
を
検
討
し
て
、
こ
れ
に

即
応
し
て
一
歩
一
歩
堅
実
な
歩
み
を
つ
づ
け
て
来
た
。
そ
れ
は
合
併

に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
た
自
治
協
同
の
意
識
に
基
づ
き
、
全
村
民
と
関

係
機
関
の
分
担
協
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
論
を
要
し
な

い
。
以
下
、
項
目
を
分
っ
て
二
〇
年
の
行
政
の
足
あ
と
を
た
ど
っ
て

み
た
い
。

第
一
節

三

役

村

長

昭
和
三
〇
年
三
月
三
一
日
を
期
し
て
美
川
村
は
誕
生
し

力
強
く
発
足
し
た
。
合
併
当
初
は
村
長
職
務
執
行
者
に
旧
弘
形
村
長

で
あ
っ
た
土
居
通
栄
が
就
任
し
て
行
政
機
構
の
整
備
・
事
務
分
掌
等

に
専
念
し
た
。
四
月
一
七
日
、
村
長
選
挙
が
行
な
わ
れ
旧
弘
形
村
か

ら
土
居
通
栄
・
平
岡
英
男
、
旧
任
七
川
村
か
ら
新
谷
優
の
三
名
が
立

候
補
し
、
選
挙
の
結
果
、
土
居
通
栄
が
当
選
、
美
川
村
初
代
の
村
長

に
就
任
し
た
。
昭
和
三
四
年
四
月
の
改
選
に
当
り
、
新
谷
優
・
城
山

元
が
立
候
補
し
て
新
谷
優
が
当
選
し
て
第
二
代
の
村
長
に
就
任
し

た
。
そ
の
後
昭
和
三
八
年
。
四
二
年
・
四
六
年
の
村
長
選
挙
は
い
ず

れ
も
新
谷
優
が
無
投
票
当
選
し
て
、
四
期
に
亘
り
村
政
を
担
当
し
現

45



在
に
至
っ
て
い
る
。
村
長
の
権
限
は
村
を
統
轄
し
て
こ
れ
を
代
表
す

る
と
共
に
、
団
体
の
事
務
及
び
機
関
委
任
事
務
の
管
理
執
行
権
・
規

則
制
定
権
・
職
員
の
指
揮
監
督
権
・
職
員
の
任
免
権
・
組
織
権
な
ど

幅
広
い
権
限
を
持
っ
て
い
る
。

助

役

村
長
の
最
高
の
補
佐
機
関
で
あ
る
助
役
は
村
長
を
補
佐

し
、
そ
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
督
し
、
村

長
の
職
務
を
代
理
す
る
職
務
を
帯
び
て
い
る
。
助
役
の
任
期
は
原
則

と
し
て
四
年
で
あ
り
、
村
長
が
議
会
の
同
意
を
得
て
選
任
す
る
事
と

さ
れ
て
い
る
。
昭
和
三
〇
年
八
月
、
初
代
助
役
に
高
橋
末
吉
が
就
任

し
、
二
代
渡
部
一
加
、
三
代
猪
上
正
度
、
四
代
山
下
伝
三
郎
が
そ
れ

ぞ
れ
一
期
を
務
め
た
が
、
昭
和
四
六
年
八
月
山
下
伝
三
郎
が
再
任
さ

れ
、
五
代
助
役
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

収
入
役

収
入
役
は
現
金
の
出
納
・
保
管
、
そ
の
他
会
計
事
務
を

つ
か
さ
ど
り
、
そ
の
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
は
独
立
し
た
権
限
が
与

え
ら
れ
て
い
る
。
選
任
方
法
は
助
役
と
同
様
、
長
が
議
会
の
同
意
を

得
て
選
任
す
る
。
任
期
は
四
年
で
あ
る
。
昭
和
三
〇
年
八
月
初
代
収

入
役
に
正
岡
悦
次
郎
が
就
任
し
て
一
期
を
勤
め
、
任
期
満
了
と
と
も

に
再
任
せ
ら
れ
、
二
代
収
入
役
に
就
任
し
た
が
昭
和
三
六
年
五
月
退

職
、
後
任
収
入
役
に
猪
上
正
度
が
選
任
せ
ら
れ
三
代
収
入
役
に
就
任

し
て
残
任
期
間
を
つ
と
め
た
。
昭
和
三
八
年
八
月
、
四
代
収
入
役
田

野
正
弐
、
昭
和
四
二
年
八
月
、
五
代
収
入
役
土
居
敏
雄
、
昭
和
四
六

年
八
月
、
六
代
収
入
役
に
長
岡
道
一
が
就
任
し
て
現
在
に
至
っ
て
い

る
。

第
二
節

各
種
委
員
会

昭
和
二
二
年
公
布
の
地
方
自
治
法
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て

一
つ
の
機
関
が
多
く
の
権
限
を
掌
握
す
る
こ
と
を
避
け
、
こ
れ
ら
の

行
政
事
務
を
諸
種
の
独
立
し
た
機
関
に
分
担
さ
せ
る
た
め
、
選
挙
管

理
委
員
会
・
監
査
委
員
会
の
設
置
を
規
定
し
た
が
、
そ
の
後
さ
ら
に

こ
の
制
度
は
拡
充
さ
れ
、
教
育
委
員
会
・
公
平
委
員
会
・
固
定
資
産

評
価
審
査
委
員
会
・
農
業
委
員
会
な
ど
数
多
く
の
委
員
会
が
設
置
さ

れ
た
。

選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会
は
地
方
自
治
法
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
、
従
来
都
道
府
県
知
事
お
よ
び
市
町
村
長
に
属
し
て
い
た

選
挙
事
務
の
管
理
執
行
に
関
す
る
権
限
を
、
首
長
公
選
制
に
と
も
な

い
都
道
府
県
知
事
お
よ
び
市
町
村
長
か
ら
独
立
し
て
公
正
に
執
行
さ

せ
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
委
員
の
定
数
は
四
名
で

「
選
挙
権
を
有
す
る
者
で
人
格
高
潔
で
あ
り
、
政
治
及
び
選
挙
に
関
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第1章 行

選 挙 有 権 者 数

事
務
を
管
理
し
て
い
る
が
、
社
会
情
勢
の
推
移
に
と
も

な
い
、
き
わ
め
て
広
範
な
事
務
が
委
譲
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
一
般
に
選
挙
に
関
す
る
広
範
な
事
務
は
委
員

の
手
に
よ
っ
て
処
理
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、

職
員
を
置
い
て
処
理
さ
せ
て
い
る
。

昭
和
四
一
年
、
「
美
川
村
選
挙
管
理
委
員
会
規
定
」
を

制
定
し
、
そ
の
組
織
・
会
議
・
委
員
長
の
職
務
権
限
・

書
記
の
職
務
・
文
書
の
処
理
閲
覧
・
告
示
の
方
法
・
公

印
等
の
事
項
を
定
め
、
選
挙
の
公
正
化
に
努
め
て
い

る
。
そ
の
ほ
か
委
員
会
は
自
由
お
よ
び
平
等
の
基
本
原

則
を
体
し
、
選
挙
が
公
明
か
つ
適
正
に
行
な
わ
れ
る
よ

う
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
選
挙
人
の
政
治
意
識
の

向
上
を
図
る
た
め
の
適
切
な
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

監
査
委
員
会

監
査
委
員
会
は
長
の
指
揮
監
督
の
外

に
あ
る
監
査
機
関
と
し
て
必
置
性
の
も
の
で
あ
っ
て
、

長
が
議
会
の
同
意
を
得
て
議
員
お
よ
び
学
識
経
験
者
の

し
公
正
な
る
識
見
を
有
す
る
者
」
の
中
か
ら
議
会
に
お
い
て
選
挙
せ

ら
れ
、
そ
の
任
期
は
四
年
で
あ
る
。
こ
の
委
員
会
は
国
ま
た
は
地
方

公
共
団
体
に
お
け
る
選
挙
に
関
す
る
事
務
お
よ
び
こ
れ
に
関
係
す
る

中
か
ら
選
任
す
る
事
と
な
っ
て
お
り
、
地
方
公
共
団
体
の
財
務
に
関

す
る
事
務
の
執
行
、
お
よ
び
経
営
に
係
わ
る
事
業
の
管
理
を
監
査
す

る
任
務
を
帯
び
て
い
る
。
昭
和
三
二
年
、
美
川
村
監
査
委
員
条
例
を
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美
川
村
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
及
補
充
委
員
名
簿

歴
代
監

査

委

員
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制
定
し
て
委
員
定
数
を
二
名
と
し
、
要
求
ま
た
は
請
求
に
よ
る
監
査

審
査
の
執
行
・
審
査
意
見
の
報
告
・
監
査
の
時
期
・
結
果
の
報
告
通

知
ま
た
は
公
表
等
の
諸
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

教
育
委
員
会

教
育
委
員
会
は
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
を
管
理

し
、
学
校
の
組
織
編
制
・
教
育
課
程
・
教
科
書
そ
の
他
の
取
扱
い
、

お
よ
び
教
育
職
員
の
身
分
に
関
す
る
事
務
を
行
な
い
、
ま
た
社
会
教

育
そ
の
他
教
育
・
学
術
・
文
化
な
ど
に
属
す
る
事
務
を
管
理
執
行
す

る
。教

育
行
政
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
第
七
篇
「
教
育
・
文
化
」
で
記

述
す
る
。

公
平
委
員
会

公
平
委
員
会
は
地
方
公
務
員
法
の
制
定
に
と
も
な

い
、
近
代
的
人
事
行
政
の
理
念
に
基
づ
く
人
事
行
政
を
推
進
す
る
た

め
地
方
公
共
団
体
の
専
門
的
な
人
事
行
政
機
関
と
し
て
置
か
れ
た
執

政

行
機
関
で
あ
る
。
昭
和
三
四
年
九
月
に
美
川
村
公
平
委
員
会
の
事
務

委
託
に
関
す
る
規
約
を
制
定
し
、
愛
媛
県
人
事
委
員
会
に
委
託
し
て

る
事
と
な
っ
た
。
こ
の
委
員
会
の
目
的
は
農
業
生
産
力
の
発
展
お
よ

び
農
業
経
営
の
合
理
化
と
農
家
の
地
位
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
に
あ

る
。
本
村
で
は
昭
和
三
〇
年
四
月
合
併
を
契
機
に
、
旧
村
別
に
あ
っ

た
委
員
会
を
統
合
し
美
川
村
農
業
委
員
会
と
し
て
発
足
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
同
五
月
一
七
日
、
農
業
委
員
の
選
挙
が
行
な
わ
れ
、
公
選

委
員
一
〇
名
を
選
出
す
る
と
共
に
推
せ
ん
委
員
三
名
も
選
任
さ
れ
、

計
一
三
名
を
も
っ
て
発
足
し
た
。
内
容
に
つ
い
て
は
第
四
篇

「
産

業
・
経
済
」
で
記
述
す
る
。

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
は
固

定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
不
服
を
審
査
決
定

す
る
職
務
を
持
ち
、
そ
の
定
数
は
三
名
、
任
期
は
三
年
と
定
め
ら
れ

歴
代
固
定
資
産
評
価
員

第1章 行

い
る
。

農
業
委
員
会

昭
和
二
六
年
、
「
農
業
委
員
会
法
」
が
公
布
さ
れ

農
地
改
革
の
推
進
力
と
な
っ
た
従
来
の
農
地
委
員
会
、
並
び
に
農
業

調
整
委
員
会
が
統
合
し
て
新
ら
し
く
農
業
委
員
会
と
し
て
再
出
発
す

林土

居

伊

藤

木

下

小
田
原

木

下

小
田
原

国
太
郎

敏

雄

孟

寛

久

敬

英

雄

久

敬

英

雄

就
任
年
月
日

退
任
年
月
日

四四四三三三三
八六二八六二〇

ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

〇五九九九九五
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

一一六二八八〇

四四四三三三
八六二八六二

ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

九四九九九九
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
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歴
代
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

て
い
る
。
委
員
の
選
任
は
長
が
住
民
の
う
ち
、
村
税
納
税
の
義
務
あ

る
者
の
内
か
ら
議
会
の
同
意
を
得
て
選
任
す
る
事
と
な
っ
て
い
る
。

昭
和
三
八
年
四
月
、
地
方
税
法
第
四
三
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
美
川

村
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
条
例
に
よ
っ
て
委
員
会
の
審
査
の
手

続
き
・
語
録
の
保
存
・
そ
の
他
審
査
に
必
要
な
事
項
を
定
め
た
。

な
お
美
川
村
固
定
資
産
評
価
員
お
よ
び
固
定
資
産
評
価
補
助
員
設

置
条
例
に
よ
り
固
定
資
産
評
価
員
一
人
を
置
く
こ
と
を
定
め
て
い

る
。特

別
職
報
酬
等
審
議
会

特
別
職
報
酬
等
審
議
会
は
地
方
自
治
法

の
規
定
に
基
づ
き
、
村
長
の
諮
問
に
応
じ
自
治
体
の
特
別
職
・
議
員

報
酬
等
の
額
に
つ
い
て
審
議
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
昭
和
四
〇

年
二
一
月
美
川
村
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
条
例
を
制
定
し
た
。
「
村

長
は
議
会
議
員
の
報
酬
の
額
な
ら
び
に
村
長
・
助
役
お
よ
び
収
入
役

の
給
料
の
額
に
関
す
る
条
例
を
議
会
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
額
に
つ
い
て
審
議
会
の
意
見
を
聞
く
も
の
」

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
審
議
会
は
委
員
五
名
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
、

美
川
村
区
域
内
に
お
け
る
公
共
的
団
体
等
の
代
表
者
、
そ
の
ほ
か
住

民
の
う
ち
か
ら
必
要
に
応
じ
村
長
が
任
命
し
、
審
議
が
終
了
し
た
と

き
は
解
任
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
永
続
性
の
も
の
で
は
な
い
。
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政第1章 行

事
務
は
総
務
課
に
お
い
て
処
理
し
て
い
る
。

公
務
災
害
補
償
認
定
委
員
会
並
び
に
公
務
災
害
補
償
審
査
会

公

務
災
害
補
償
認
定
委
員
会
並
び
に
公
務
災
害
補
償
審
査
会
は
昭
和
四

二
年
八
月
公
布
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
(
法
律
第
二
一
一
号
)

に
基
づ
き
、
本
村
で
は
同
年
二
一
月
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
補
償

に
関
す
る
条
例
を
制
定
、
非
常
勤
の
職
員
に
対
す
る
公
務
上
の
災
害

補
償
に
関
す
る
制
度
を
定
め
、
附
属
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
認
定
委
員
会
は
五
人
、
審
査
会
は
三
人
で
、
そ
れ
ぞ
れ
学

識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
村
長
が
委
嘱
し
、
任
期
は
と
も
に

三
年
と
し
そ
の
事
務
は
認
定
委
員
会
は
公
務
災
害
補
償
認
定
に
関
す

る
事
項
を
、
審
査
会
は
公
務
災
害
補
償
の
審
査
に
関
す
る
事
項
を
担

任
す
る
こ
と
ゝ
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
四
三
年
三
月
、
非
常
勤
の
職
員

の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
に
よ
っ
て
、
そ
の
組
織

お
よ
び
運
営
・
補
償
の
手
続
き
、
そ
の
他
条
例
の
実
施
に
関
し
必
要

な
諸
事
項
が
定
め
ら
れ
た
。

専
門
委
員

地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
昭
和
四
二
年
に
美
川
村

専
門
委
員
設
置
規
則
を
制
定
し
た
。
そ
の
職
務
は
、
①
総
務
お
よ
び

企
画
、
②
産
業
お
よ
び
建
設
、
③
文
教
お
よ
び
厚
生
に
関
し
て
調
査

す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
定
数
は
総
務
専
門
委
員
五
人
以
内
、
産
業
建

設
専
門
委
員
五
人
以
内
、
文
教
厚
生
専
門
委
員
四
人
以
内
と
定
め
て

い
る
。
専
門
委
員
は
専
門
の
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
村
長

が
選
任
、
依
嘱
す
る
。
委
員
は
村
長
の
依
託
を
受
け
、
そ
の
権
限
に

属
す
る
事
務
に
関
し
必
要
な
事
項
を
調
査
す
る
も
の
で
あ
り
、
必
要

の
都
度
臨
時
の
専
門
委
員
が
選
任
せ
ら
れ
、
村
長
の
諮
問
機
関
と
し

て
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
。

第
三
節

議

決

機

関

村
議
会

村
議
会
議
員
の
第
一
回
選
挙
は
町
村
合
併
促
進
法
の
特

例
を
適
用
し
て
、
旧
村
単
位
の
小
選
挙
区
制
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
、

二
三
名
の
議
員
が
選
出
さ
れ
た
。
昭
和
三
四
年
の
第
二
回
選
挙
か
ら

は
全
村
一
区
で
行
な
わ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

議
員
定
数
に
つ
い
て
は
第
二
回
お
よ
び
三
八
年
の
第
三
回
は
法
定

数
の
二
二
名
で
あ
っ
た
が
、
四
〇
年
三
月
の
定
例
村
議
会
に
於
て
、

「
議
員
の
定
数
条
例
」
を
可
決
制
定
し
、
そ
の
定
数
を
二
二
名
か
ら

一
八
名
に
減
少
し
て
次
の
選
挙
か
ら
施
行
す
る
こ
と
ゝ
し
た
。
な
お

四
五
年
一
二
月
議
員
定
数
条
例
を
改
正
し
て
一
四
名
と
し
て
現
在
に

至
っ
て
い
る
。
こ
の
減
員
は
人
口
の
逐
年
減
少
の
実
態
に
ょ
る
も
の

で
、
財
政
上
か
ら
も
若
干
の
支
出
負
担
を
軽
減
す
る
ね
ら
い
を
持
っ
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て
い
る
。
村
議
会
は
年
四
回
の
定
例
会
を
も
つ
こ
と
に
定
め
ら
れ
て

お
り
、
歳
入
歳
出
予
算
・
条
例
の
制
定
改
廃
は
も
ち
ろ
ん
村
政
の
重

要
な
事
項
に
は
す
べ
て
議
会
の
議
決
を
必
要
と
し
、
村
長
の
権
限
に

属
す
る
予
算
の
提
案
権
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
案
件
に
つ
い
て
発

議
権
を
持
っ
て
い
る
。
な
お
調
査
権
、
又
は
監
査
権
に
よ
り
村
の
行

政
事
務
に
つ
い
て
調
査
等
を
行
な
う
こ
と
が
出
来
る
し
、
こ
の
ほ
か

委
任
事
務
に
つ
い
て
も
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
出
席

要
求
権
と
し
て
村
長
そ
の
他
執
行
機
関
に
対
し
、
説
明
の
た
め
議
場

に
出
席
を
求
め
る
こ
と
な
ど
、
議
会
の
権
限
は
非
常
に
大
き
い
。
議

会
運
営
に
関
し
て
は
美
川
村
議
会
々
議
規
則
を
基
本
と
し
、
議
員
中

会
よ
り
運
営
委
員
を
選
任
し
て

円
滑
な
運
営
を
行
な
っ
て
い

る
。委

員
会

議
会
に
お
け
る

員

審
議
を
容
易
に
し
、
慎
重
を

期
す
る
た
め
に
美
川
村
議
会

委

委
員
会
条
例
に
ょ
っ
て
、
村

議
会
に
常
任
委
員
会
お
よ
び

特
別
委
員
会
の
制
度
を
設
け

て
い
る
。
常
任
委
員
会
の
名
称
は
総
務
・
産
業
建
設
・
文
教
厚
生
で

あ
っ
て
そ
の
定
数
は
総
務
常
任
委
員
会
五
人
、
産
業
建
設
常
任
委
員

会
五
人
、
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
四
人
で
あ
る
。
特
別
委
員
会
は
必

要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
議
会
の
議
決
に
基
づ
い
て
置
く
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

第
四
節

行
政
事
務
機
構

合
併
当
初
の
行
政
事
務
機
構
は
村
長
事
務
部
局
に
総
務
・
税
務
・

厚
生
・
産
業
・
会
計
及
び
大
字
七
鳥
・
大
字
東
川
・
大
字
仕
出
を
管

轄
区
域
と
す
る
仕
七
川
支
所
、
大
字
黒
藤
川
・
大
字
沢
渡
を
管
轄
区

域
と
す
る
黒
藤
川
支
所
の
二
支
所
を
設
け
、
他
の
部
局
に
議
会
事
務

局
・
選
挙
管
理
委
員
会
・
監
査
委
員
会
・
農
業
委
員
会
・
教
育
委
員

会
等
を
設
け
て
旧
村
の
職
員
を
そ
の
ま
ゝ
引
継
ぎ
事
務
を
行
な
っ

た
。
昭
和
三
一
年
三
月
三
一
日
に
は
支
所
を
廃
止
し
本
庁
に
統
合
し

た
。四

六
年
五
月
、
課
の
設
置
条
例
の
改
正
を
行
な
い
、
総
務
課
・
住

民
課
・
産
業
建
設
課
・
企
画
課
と
し
た
。
企
画
課
は
新
設
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
村
政
の
総
合
企
画
お
よ
び
開
発
に
関
す
る
こ
と
、
並
び

に
国
土
調
査
に
関
す
る
こ
と
を
業
務
と
し
、
初
代
課
長
に
長
岡
道
一
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第1章 行 政

行
政
磯
構
図

総

務

課

-
総
務
係
、
(
人
事
、
給
与
、
予
算
、
財
産
管
理
、
公
営

住
宅
、
消
防
、
選
挙
、
統
計
、
庶
務

-
税

務

係

各
種
税
の
賦
課
、
徴
収

-
住
民
厚
生
係

-
福

祉

係

住

民

課

-
企

画

係

企
画
産
業
課

-
勧

業

係

-
観

光

係

国
土
調
査
課

戸
籍
、
住
民
基
本
台
帳
、
印
鑑
、
保
健
、

衛
生

国
民
健
康
保
険
、
水
道

生
活
保
護
、
民
生
児
童
委
員

国
民
年
金
、
社
会
福
祉

村
道
、
農
林
道
、
橋
梁
、
災
害
復
旧
、
各

土
木
事
業
の
企
画
、
設
計
、
監
督
、
検
査

(
柿
翫
籠
龍
城
行
政
、

林
業
、
農
業
、
商
工
、
水
産
、

産
業
振
興

観
光
事
業
及
び
開
発

一
-
国
土
調
査
係

(
琵
繋
、
地
積
測
量
、

金
銭
・
物
品
の
出
納
、
管
理

が
就
任
し
た
。
翌
四
七
年
六
月
に
は
企
画

課
の
分
掌
で
あ
っ
た
国
土
調
査
に
関
す
る

事
務
を
独
立
さ
せ
国
土
調
査
課
を
新
設
し

た
。
初
代
課
長
に
中
山
義
正
が
就
任
し

た
。
な
お
企
画
課
に
観
光
事
業
お
よ
び
開

発
に
関
す
る
業
務
を
加
え
て
企
画
観
光
課

と
し
た
が
、
四
九
年
三
月
、
さ
ら
に
企
画

観
光
課
に
勧
業
の
業
務
を
配
し
企
画
産
業

課
と
改
め
、
従
来
の
産
業
建
設
課
は
建
設

課
と
し
て
発
足
し
、
そ
れ
ぞ
れ
各
課
の
態

勢
造
り
が
行
な
わ
れ
て
村
長
の
執
行
機
関

と
し
て
の
機
能
を
十
分
発
揮
し
業
務
を
遂

行
し
て
い
る
。

組
長
・
部
落
長

組
長
は
部
落
(
組
)

ご
と
に
そ
の
地
域
住
民
か
ら
推
せ
ん
せ
ら

れ
、
村
当
局
と
住
民
の
間
の
パ
イ
プ
の
役

割
を
果
す
い
っ
ほ
う
、
組
内
に
お
け
る
諸

事
業
を
推
進
す
る
。
部
落
活
動
を
円
滑
に

運
営
す
る
た
め
組
会
を
開
催
し
て
、
納
税
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組
合
・
環
境
衛
生
・
防
犯
・
防
火
・
青
少
年
の
非
行
化
防
止
・
選
挙
・

産
業
・
交
通
安
全
・
共
同
募
金
・
各
種
調
査
の
ほ
か
P
冒
A
・
農
協
・

森
林
組
合
・
寺
社
関
係
に
至
る
ま
で
、
地
域
社
会
に
介
在
す
る
諸
問

題
を
処
理
し
、
あ
る
い
は
民
意
を
と
り
ま
と
め
て
代
弁
に
あ
た
る

等
、
役
務
の
内
容
は
多
様
で
あ
る
。
村
内
六
二
名
の
組
長
並
び
に
五

名
の
部
落
長
が
末
端
機
構
の
役
割
を
に
な
い
、
村
造
り
の
た
め
活
躍

し
て
い
る
。

第
五
節

庁
舎
・
集
会
所

庁

舎

合
併
当
初
は
仮
庁
舎
を
旧
弘
形
村
役
場
に
定
め
庁
務
を

開
始
し
た
が
、
昭
和
三
〇
年
六
月
二
八
日
の
臨
時
村
議
会
に
お
い
て

新
庁
舎
建
設
計
画
が
決
定
さ
れ
た
。
建
築
場
所
は
美
川
村
大
字
上
黒

岩
一
番
耕
地
五
四
九
番
地
、
建
築
面
積
は
二
〇
〇
坪
の
見
込
、
構
造

は
木
造
瓦
葺
二
階
一
棟
、
工
事
見
積
額
は
七
二
〇
万
円
、
財
源
は
起

債
四
〇
〇
万
円
・
寄
附
金
一
五
〇
万
円
・
村
負
担
一
七
〇
万
円
と
い

う
計
画
に
よ
っ
て
着
工
さ
れ
た
。
同
年
二
一
月
二
〇
日
竣
工
を
見
て

落
成
式
を
挙
行
し
、
同
月
二
九
日
仮
庁
舎
よ
り
新
庁
舎
へ
移
転
を
完

了
し
た
。
そ
の
後
、
村
の
機
構
も
次
第
に
拡
張
さ
れ
、
庁
舎
も
狭
あ

い
を
告
げ
る
に
至
り
、
幾
度
か
模
様
替
え
を
行
っ
て
来
た
が
、
四
五

年
六
月
に
二
六
一
万
円
を
計
上
し
て
九
一
坪
を
増
築
し
た
。
さ
ら
に

四
八
年
九
月
に
は
庁
舎
屋
根
の
葺
替
え
を
行
う
な
ど
維
持
管
理
に
つ

と
め
、
「
美
川
村
行
政
の
府
」
と
し
て
の
衿
特
を
保
ち
つ
ゝ
現
在
に

至
っ
て
い
る
。

集
会
所

美
川
村
中
央
集
会
所
は
昭
和
三
三
年
新
市
町
村
建
設
促

進
法
の
適
用
を
受
け
、
新
村
の
建
設
的
事
業
の
一
つ
と
し
て
計
画
さ

れ
た
。
役
場
庁
舎
の
前
、
御
三
戸
の
絶
景
を
背
に
位
置
を
定
め
て
、

昭
和
三
三
年
一
〇
月
着
工
、
翌
年
四
月
完
成
し
た
。
構
造
は
木
造
二

階
建
瓦
葺
モ
ル
タ
ル
塗
、
総
坪
数
一
八
〇
坪
、
建
築
費
四
六
〇
万
円

を
要
し
、
松
山
土
建
株
式
会
社
田
之
内
俊
朗
の
請
負
に
よ
る
も
の
で
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美川村中央集会所

あ
る
。
二
階
は
「
村
民
話
し

合
い
の
場
」
と
し
て
あ
ら
ゆ

る
会
合
に
利
用
さ
れ
る
。
知

識
と
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
シ
を

求
め
て
集
ま
る
「
村
民
の
家
」

と
し
て
、
ま
た
修
養
道
場
・

研
修
会
場
と
も
な
っ
て
社
会

教
育
等
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
活

用
さ
れ
て
い
る
。
階
下
は
団



体
事
務
所
と
し
て
利
用
さ
れ
、
美
川
村
教
育
委
員
会
・
美
川
村
森
林

組
合
・
美
川
村
商
工
会
・
両
河
川
漁
業
協
同
組
合
の
各
事
務
所
が
置

か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
。

第
六
節

行
政
区
画
の
変
更

横
谷
地
区
の
分
離

美
川
村
大
字
七
烏
の
内
横
谷
地
域
は
美
川
村

の
北
西
に
位
置
し
周
囲
が
山
に
か
こ
ま
れ
た
交
通
の
不
便
な
地
域
で

あ
る
。
隣
接
す
る
久
万
町
中
野
村
と
は
車
道
も
ひ
ら
け
交
流
も
多
く

地
域
住
民
は
古
く
か
ら
久
万
町
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
て
い

た
。
昭
和
三
三
年
二
一
月
五
日
、
久
万
町
・
川
瀬
村
・
父
二
峰
村
を

廃
し
そ
の
区
域
を
久
万
町
と
す
る
と
き
、
美
川
村
大
字
七
鳥
五
番
耕

地
の
区
域
を
も
久
万
町
に
含
め
る
と
い
う
議
決
が
行
な
わ
れ
た
。
そ

の
た
め
昭
和
三
四
年
三
月
三
一
日
、
横
谷
地
区
は
美
川
村
か
ら
分
離

致

し
、
久
万
町
大
字
菅
生
の
地
域
に
編
入
さ
れ
た
。

横
谷
地
域
の
概
況
を
見
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

面

積

土
地
台
帳
大
字
七
鳥
五
番
耕
地
一
円
(
一
番
地
よ
り

一
三
九
一
番
地
ま
で
)

明
治
初
年
地
券
当
時
一
現

原宅山畑 田

野地林

七
四

六
五
九

四
四
四八

平
方
㌔

一
〇
三

七
二
六

五
二
二

百
雪
害

六
〇
一

合
計
一
一
八
七
・
二
〇
三

平
方
㌔

八
〇
・
六
一
四

五
四
一
・
〇
〇
六

五
三
三
・
七
〇
八

三
二
、
〇
二
二
坪
一
五

㌻
一
一
誤
一
.
一
軸
言

地
理
調
査
所
の

馳
恒
壷
酢

四
、
一
六
二
五

四
二
〇
町

第1章 行

交
通
線

県
道
河
口
松
山
線
沿
線
、
但
し
未
改
修
部
分
あ
る
こ
と

(
二
〇
〇
〇
㍍
)
久
万
横
谷
線
開
通
、
カ
ゴ
ハ
ラ
線
の
改
修
中
で
あ

る
こ
と
。

各
地
へ
の
距
離

横
谷
分
校
を
基
点
と
し
て
、
旧
任
七
川
支
所
へ

六
、
五
八
三
㍍
、
仕
七
川
廻
り
御
三
戸
へ
一
〇
、
〇
〇
八
㍍
、
河
口

廻
り
御
三
戸
へ
八
、
四
九
五
㍍
、
久
万
町
役
場
へ
八
、
八
八
六
㍍

公

共

施

設

横
谷
分
校
(
五
番
耕
地
四
八
八
番
地
)

児
童
数
一
年

二
年

三
年

四
年

五
年

六
年

計

一
四

二

六

八

三

五

三
八
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学

級

数

三

(
一
六
、
一
四
、
八
)

教

員

数

県
費

二

村
費
一

校
地
面
積

三
一
四
坪

校

舎

延
一
〇
〇
坪
(
普
通

四
二
、
管
理
一
四
)

本
校
と
の
巨
離

六
、
八
八
三
㍍

社

寺

神
社
、
寺
院
は
七
鳥
東
光
寺
檀
家

固

定

資

産

固
定
資
産
税
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

自
転
車
税

四
、
八
〇
〇
円
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村

民

税

所
得
総
額
四
一
五
三
、
三
〇
〇
円
、
扶
養
家
族
二
二
八
人

平
均
{
粥
八
六
、
旺
謹
村
平
均
{
九
一
㍍
諾

昭
和
三
一
年
度

村
税
調
定
額

村

民

税

五
一
、
九
二
〇
円



政第2章 財

第
二
章

財

第
一
節

財
政

の
概
況

決
算
を
見
て
、
そ
の
村
な
り
町
な
り
の
財
政
力
の
強
弱
を
知
る
た

め
に
は
、
経
常
収
入
率
、
つ
ま
り
毎
年
繰
り
返
し
て
収
入
さ
れ
る
も

の
と
、
毎
年
義
務
的
に
繰
り
返
し
支
出
さ
れ
る
も
の
を
比
較
し
て
、

収
入
が
支
出
を
超
え
る
状
態
に
あ
れ
ば
そ
の
財
政
力
は
強
い
と
見
て

よ
く
、
逆
の
場
合
は
危
険
信
号
と
見
て
差
支
え
な
い
。

美
川
村
に
つ
い
て
昭
和
三
〇
年
以
来
、
各
年
に
お
け
る
歳
入
と
歳

出
、
そ
し
て
歳
出
は
ど
の
様
な
事
業
に
投
資
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

か
、
そ
の
主
な
も
の
を
託
し
、
さ
ら
に
新
た
に
生
れ
た
も
の
或
は
廃

止
さ
れ
た
も
の
、
特
異
な
も
の
に
つ
い
て
記
し
て
み
よ
う
。

全
体
を
通
じ
て
言
え
る
事
は
毎
年
黒
字
決
算
で
あ
る
こ
と
、
村
税

の
伸
び
は
そ
の
額
に
お
い
て
伸
長
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
物
価

指
数
な
ど
経
済
的
成
長
率
か
ら
い
う
と
実
質
的
に
は
減
額
に
等
し

く
、
収
入
の
最
た
る
も
の
は
地
方
交
付
税
で
あ
っ
て
、
交
付
税
こ
そ

本
村
財
政
の
唯
一
の
支
え
で
あ
る
。
ま
た
最
近
村
億
が
急
速
に
増
加

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
主
と
し
て
辺
地
億
と
過
疎
億
で
あ
る
。
辺
地

債
と
い
う
の
は
、
「
辺
地
に
か
か
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た

め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
い
て
借
入
れ

が
で
き
る
村
債
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
過
疎
債
と
い
う
の
は
、
「
過

疎
地
域
対
策
緊
急
措
置
法
」
に
基
づ
い
て
借
入
れ
る
事
が
で
き
る
村

債
で
あ
っ
て
、
こ
の
辺
地
億
は
そ
の
年
の
元
利
償
還
金
の
八
〇
%
、

過
疎
億
は
同
七
〇
%
が
地
方
交
付
税
で
村
に
還
っ
て
く
る
仕
組
の
も

の
で
あ
る
。
こ
の
両
村
億
は
昭
和
四
〇
年
以
降
に
お
け
る
本
村
の
大

き
な
財
源
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

辺
地
億
の
対
象
事
業
は
、
①
電
燈
用
電
気
供
給
施
設
、
②
道
路
及

び
渡
船
施
設
、
㈲
小
学
校
、
中
学
校
の
児
童
生
徒
の
通
学
用
自
動
車

及
び
寄
宿
舎
、
④
診
療
施
設
、
⑤
飲
用
水
供
給
施
設
、
⑥
前
各
号
に

掲
げ
る
も
の
の
外
政
令
で
定
め
る
施
設
で
あ
り
、
こ
の
政
令
で
定
め

る
も
の
の
中
に
は
、
有
線
電
気
通
信
施
設
・
農
道
及
村
道
・
教
員
住

宅
・
学
校
給
食
施
設
々
備
・
義
務
教
育
用
体
育
音
楽
及
び
社
会
教
育

の
た
め
の
施
設
・
公
民
館
そ
の
他
の
集
会
施
設
・
保
育
所
及
び
児
童

館
・
老
人
福
祉
施
設
・
母
子
健
康
セ
ン
タ
ー
・
消
防
施
設
・
住
民
の

交
通
の
便
に
供
す
る
自
動
車
除
雪
機
械
・
そ
の
他
、
農
林
漁
家
の
生

活
改
善
・
産
業
教
育
・
保
健
福
祉
の
増
進
の
た
め
に
必
要
な
施
設
等
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が
含
ま
れ
る
。
村
の
実
情
に
ょ
っ
て
こ
れ
ら
の
総
合
整
備
計
画
を
樹

て
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
た
も
の
を
貸
付
の
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

ま
た
過
疎
億
は
過
疎
地
域
の
解
消
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
次
の
事

業
が
貸
付
対
象
で
あ
っ
た
。

①
交
通
々
信
施
設
、
②
学
校
・
診
療
所
・
老
人
福
祉
・
集
会
・
厚

生
・
医
癒
等
に
必
要
な
施
設
、
⑧
農
林
道
の
整
備
、
そ
の
他
産
業
基

盤
整
備
上
必
要
な
施
設
、
④
農
林
業
の
近
代
化
の
た
め
の
施
設
、
⑤

企
業
の
導
入
、
⑦
観
光
施
設
、
⑦
産
業
の
振
興
と
雇
周
の
増
大
の
た

め
の
も
の
、
⑧
基
幹
集
落
の
整
備
、
⑨
地
域
社
会
の
再
編
成
、
な
ど

で
あ
り
、
こ
の
計
画
が
で
き
る
と
知
事
と
協
議
し
て
、
自
治
省
等
の

認
証
を
得
る
事
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
村
と
し
て
も
こ
れ
ら
関

連
事
業
を
網
羅
し
て
辺
地
対
策
総
合
整
備
計
画
、
続
い
て
昭
和
四
四

年
、
美
川
村
過
疎
地
域
整
備
計
画
を
樹
立
し
た
。

昭
和
四
〇
年
、
観
光
事
業
特
別
会
計
へ
村
債
一
〇
〇
〇
万
円
を
起

し
た
の
を
皮
切
り
に
、
順
次
村
億
が
伸
び
た
の
も
そ
れ
で
あ
り
、
そ

の
後
沢
渡
線
を
始
め
と
す
る
村
道
・
農
林
道
を
始
め
、
土
地
改
良
事

業
も
、
山
村
振
興
特
別
開
発
事
業
も
、
林
業
構
造
改
善
事
業
も
、
観

光
開
発
事
業
も
、
集
会
所
も
、
給
水
施
設
も
、
お
お
よ
そ
前
記
起
債

対
象
事
業
の
範
囲
に
入
る
も
の
は
す
べ
て
、
こ
の
財
源
に
頼
っ
て
施

行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

因
み
に
昭
和
四
八
年
度
の
事
業
費
の
財
源
内
訳
は
、

対
象
事
業
費
一
五
、
二
四
万
四
〇
〇
〇
円
に
対
し

国
県
補
助
金

七
、
九
〇
一
万
三
〇
〇
〇
円

村

費

七
、
二
二
二
万
一
〇
〇
〇
円

内
、
辺
地
及
過
疎
債

六
、
三
四
〇
万
円

純

村

費
、

八
七
三
万
一
〇
〇
〇
円

受
益
者
負
担
金

七
八
二
万
一
〇
〇
〇
円

で
、
総
事
業
費
に
対
し
そ
の
年
の
純
村
費
は
四
・
二
%
弱
で
あ
っ

た
。

一
、
〇
〇
〇
万
円
か
り
る
と
二
〇
〇
万
円
ま
た
は
三
〇
〇
万
円
と

必
要
な
利
子
だ
け
償
還
す
れ
ば
借
金
は
帳
消
し
に
な
る
も
の
で
あ

る
。
な
お
ま
た
特
別
会
計
で
は
三
〇
年
頃
は
国
民
健
康
保
険
会
計
だ

け
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
農
業
共
済
特
別
会
計
・
観
光
事
業
特
別

会
計
・
し
尿
処
理
事
業
特
別
会
計
・
ご
み
処
理
事
業
特
別
会
計
等
が

新
設
さ
れ
た
が
、
農
業
共
済
事
業
特
別
会
計
は
昭
和
四
六
年
上
浮
穴

農
業
共
済
組
合
の
発
足
に
よ
っ
て
こ
れ
に
統
合
し
、
各
町
村
の
も
の

は
廃
止
さ
れ
た
。

58



ま
た
村
税
に
つ
い
て
は
、
合
併
以
来
さ
し
た
る
滞
納
も
な
く
、
最

近
で
は
村
内
挙
っ
て
完
納
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
昭
和
三
二
年
に
発

足
し
た
納
税
組
合
の
活
発
な
活
動
と
、
納
税
報
償
金
制
度
を
採
用
し

た
た
め
組
合
内
の
連
帯
責
任
制
が
暗
黙
の
促
進
剤
と
な
っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
納
税
報
償
金
と
は
、
納
税
組
合
毎
に
取
り
ま
と
め
て
納

入
し
若
し
一
人
で
も
滞
納
者
が
あ
る
と
削
減
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

組
合
数
は
発
足
当
時
は
六
三
組
合
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
看
板
土
谷

部
落
が
住
民
減
少
に
よ
っ
て
解
散
し
、
現
在
で
は
六
二
組
合
と
な
っ

て
い
る
が
、
今
も
な
お
納
税
組
合
長
(
組
長
が
兼
務
)
を
中
心
に
活

発
に
活
動
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

以
下
、
一
般
会
計
に
重
点
を
お
い
て
、
合
併
後
の
各
年
別
の
収
支

と
主
要
な
事
業
等
を
拾
っ
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

は
じ
め
に
二
言
ふ
れ
て
お
き
た
い
事
は
、
昭
和
三
八
年
に
財
務
会

改

訂
制
度
の
大
幅
な
改
正
が
な
さ
れ
て
予
算
決
算
の
様
式
も
様
相
が
一

変
し
た
こ
と
で
あ
る
。
か
り
に
昭
和
三
八
年
度
ま
で
は
役
場
費
と
い

う
款
が
あ
っ
て
人
件
費
等
は
こ
れ
に
組
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、

第2章 財

歳
入
は
性
質
別
に
、
歳
出
は
目
的
別
に
組
む
事
に
な
っ
た
の
で
、
概

ね
各
課
ご
と
に
人
件
費
も
組
ま
れ
る
事
に
な
っ
た
。
例
え
ば
農
林
水

産
業
費
で
も
、
農
業
総
務
費
と
言
う
目
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
人
件
費

が
組
ま
れ
る
事
に
な
っ
た
の
で
、
す
べ
て
の
款
の
中
に
「
何
々
総
務

費
」
と
言
え
ば
主
と
し
て
人
件
費
で
あ
る
と
解
釈
し
て
差
支
え
な
い

と
思
う
の
で
村
の
予
算
決
算
を
見
る
上
で
の
参
考
に
し
て
ほ
し
い
。

そ
ん
な
わ
け
で
昭
和
三
八
年
ま
で
と
そ
れ
以
後
は
異
っ
た
名
称
が
使

わ
れ
る
こ
と
を
心
得
て
い
て
ほ
し
い
。

第
二
節

年
度
別
歳
入
歳
出
の
概
要

昭
和
三
〇
年
度
(
千
円
未
満
切
捨
て
)

昭
和
三
〇
年
度
の
決
算
で
は
、
歳
入
総
額
三
、
七
三
一
万
七
〇
〇

〇
円
、
歳
出
三
、
七
一
一
万
二
〇
〇
〇
円
、
差
引
二
〇
万
五
〇
〇
〇

円
が
翌
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
。
歳
入
の
主
座
は
村
税
で
あ
っ
て
、

そ
の
額
一
三
四
二
万
一
〇
〇
〇
円
、
次
い
で
地
方
交
付
税
の
九
九
二

万
二
〇
〇
〇
円
、
そ
の
他
村
債
・
寄
付
金
と
続
く
が
、
寄
付
金
が
何

故
こ
の
よ
う
に
多
額
に
上
っ
た
か
を
見
る
に
、
役
場
庁
舎
新
築
に
伴

う
弘
形
村
の
寄
付
金
が
一
五
〇
万
円
、
仕
七
川
中
学
校
特
別
教
室
に

対
す
る
地
元
寄
付
が
二
三
五
万
円
、
役
場
庁
舎
備
品
に
対
す
る
理
事

者
及
び
議
会
議
員
の
寄
付
が
二
〇
万
円
等
で
あ
る
。

歳
出
は
役
場
費
(
主
と
し
て
人
件
費
)
が
一
位
を
占
め
一
、
四
〇

一
万
五
〇
〇
〇
円
、
二
位
は
教
育
費
の
二
一
八
一
万
六
〇
〇
〇
円
、
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以
下
産
業
経
済
費
、
そ
の
他
と
続
く
。
こ
の
年
の
主
な
事
業
は
庁
舎

建
築
費
及
び
こ
れ
に
付
帯
す
る
関
係
事
業
費
が
六
八
六
万
六
〇
〇
〇

円
、
仕
七
川
中
学
校
特
別
教
室
工
事
請
負
金
四
七
七
万
三
〇
〇
〇

円
、
特
に
こ
の
年
か
ら
耕
地
関
係
災
害
復
旧
費
が
特
別
会
計
で
処
理

さ
れ
た
が
、
そ
の
内
容
は
水
舟
水
路
、
堂
ケ
谷
農
道
、
荒
瀬
水
路
、

シ
ロ
水
路
、
セ
リ
頭
首
工
、
内
田
橋
、
カ
ツ
ラ
ゼ
水
路
、
ウ
マ
ワ
タ

ゼ
堤
堀
、
カ
ゴ
バ
ラ
頭
首
工
、
梶
家
橋
、
馬
門
頭
首
工
、
二
箆
林
道

の
追
加
工
事
等
が
行
わ
れ
た
。

昭
和
一
-
二
年
度

こ
の
年
の
歳
出
決
算
額
は
三
、
五
二
四
万
五
〇
〇
〇
円
、
歳
入
は

三
、
二
九
四
万
三
〇
〇
〇
円
で
、
二
三
〇
万
二
〇
〇
〇
円
が
繰
越
さ

れ
た
が
、
歳
入
は
依
然
と
し
て
村
税
が
主
座
を
占
め
、
こ
の
額
一
、

四
五
九
万
三
〇
〇
〇
円
、
つ
い
で
地
方
交
付
税
一
、
〇
二
六
万
一
〇

〇
〇
円
、
三
位
は
村
億
で
あ
っ
た
。

な
お
、
こ
の
年
村
有
林
字
マ
ル
ミ
ヤ
団
地
の
立
木
の
一
部
に
よ
り

一
四
七
万
円
と
、
有
校
本
谷
山
で
二
五
万
円
の
立
木
売
却
収
入
が

あ
っ
た
。
ま
た
村
債
四
〇
〇
万
円
は
二
箆
小
学
校
建
築
費
に
充
当
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

歳
出
で
は
一
位
は
教
育
費
で
一
、
三
三
二
万
二
〇
〇
〇
円
、
二
位

役
場
費
、
三
位
産
業
経
済
費
と
続
い
た
が
、
教
育
費
の
伸
び
は
前
述

の
二
箆
小
学
校
の
建
築
費
が
原
因
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
年
同

小
学
校
建
築
費
中
、
同
年
支
払
済
の
も
の
は
三
一
九
万
円
で
残
り
二

二
六
万
円
は
翌
三
二
年
に
繰
越
し
た
。

こ
の
外
、
黒
藤
川
中
学
校
の
特
別
教
室
も
一
三
一
万
五
〇
〇
〇
円

で
建
設
さ
れ
た
。
そ
の
他
特
別
会
計
で
は
、
仕
出
農
地
・
仕
出
シ
タ

カ
イ
シ
ヨ
・
栄
重
農
道
・
水
舟
水
路
・
中
通
水
路
・
二
箆
水
路
・
東

川
農
道
・
木
地
水
路
・
豊
久
水
路
等
が
計
画
さ
れ
た
が
、
木
地
水

路
・
豊
久
水
路
・
栄
重
農
道
は
見
送
ら
れ
た
。

昭
和
三
二
年
度

歳
入
歳
出
決
算
額
は
別
表
の
如
く
、
こ
の
年
も
一
二
〇
万
六
〇
〇

〇
円
の
黒
字
と
な
り
翌
年
度
に
繰
越
さ
れ
た
。
こ
の
年
の
歳
入
順
位

は
前
年
に
大
差
な
く
、
歳
出
で
は
前
年
に
続
い
て
教
育
費
が
主
位
を

占
め
一
、
四
四
一
万
四
〇
〇
〇
円
、
二
位
役
場
費
、
三
位
諸
支
出
金
、

次
い
で
財
産
費
・
産
業
経
済
費
・
公
債
費
・
消
防
費
の
順
位
で
あ

る
。
教
育
費
が
依
然
高
い
の
は
前
年
の
二
箆
小
学
校
の
未
完
成
部
分

二
二
八
万
三
〇
〇
〇
円
、
東
川
小
学
校
の
僻
地
集
会
所
二
四
二
万
二

〇
〇
〇
円
の
新
設
等
で
あ
り
、
産
業
経
済
費
中
に
は
藤
社
林
道
・
カ

ゴ
バ
ラ
林
道
・
蕨
打
林
道
・
大
川
林
道
等
の
工
事
が
施
行
さ
れ
て
、
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そ
の
経
費
が
多
額
を
占
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
役
場
費
中
に
は
書

庫
の
新
設
六
八
万
八
〇
〇
〇
円
が
含
ま
れ
、
財
産
費
中
に
は
官
行
造

林
地
造
成
の
た
め
の
日
野
浦
カ
マ
ゲ
タ
山
の
購
入
費
の
残
額
一
七
七

万
円
の
支
出
が
あ
り
、
諸
支
出
金
の
増
加
は
起
債
償
還
等
の
増
加
に

起
因
す
る
。
な
お
、
こ
の
年
も
特
別
会
計
で
処
理
さ
れ
た
も
の
は
黒

田
保
水
路
・
大
川
木
地
水
路
・
大
川
豊
久
水
路
・
本
組
蛙
畔
・
中
道

水
路
・
二
箆
水
路
・
本
組
下
水
路
・
内
分
農
道
等
の
災
害
復
旧
で

あ
っ
た
。

昭
和
三
三
年
度

歳
入
は
別
表
の
如
く
三
、
八
五
三
万
三
〇
〇
〇
円
、
歳
出
は
四
、

一
二
五
万
五
〇
〇
〇
円
で
、
始
め
て
赤
字
を
出
し
二
七
二
万
二
〇
〇

〇
円
を
昭
和
三
四
年
予
算
か
ら
繰
上
充
用
し
た
。
こ
の
年
か
ら
歳
入

中
一
位
の
村
税
が
地
方
交
付
税
を
下
廻
り
、
地
方
交
付
税
一
、
五
七

政
一
万
四
〇
〇
〇
円
に
対
し
村
税
は
一
、
五
三
八
万
六
〇
〇
〇
円
と
所

を
か
え
る
に
至
っ
た
。
歳
出
で
は
順
位
に
大
差
が
な
い
が
財
産
費
が

伸
び
を
示
し
た
。
そ
の
理
由
は
中
央
集
会
所
用
地
購
入
費
五
〇
万
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円
、
同
整
地
工
事
費
三
一
四
万
円
、
同
建
築
費
四
六
〇
万
円
、
こ
の

う
ち
当
年
度
支
払
三
九
一
万
円
で
あ
っ
て
、
残
り
六
九
万
円
は
翌
年

度
払
い
と
し
た
。
そ
の
外
、
林
業
開
発
費
に
二
二
九
万
八
〇
〇
〇
円

を
投
入
し
た
。
特
別
会
計
で
は
三
王
頭
首
工
・
二
箆
水
路
・
中
道
水

路
等
合
せ
て
二
六
二
万
六
〇
〇
〇
円
の
災
害
復
旧
工
事
が
施
行
さ
れ

た
。昭

和
三
四
年
度

こ
の
年
は
再
び
黒
字
に
転
じ
、
三
二
五
万
円
の
繰
越
金
が
で
き

た
。
収
入
支
出
の
主
な
も
の
は
地
方
交
付
税
・
村
税
・
財
産
収
入
等

の
収
入
が
挙
げ
ら
れ
る
が
狭
ケ
谷
の
山
林
を
凶
荒
予
備
組
合
に
返
却

し
た
事
に
ょ
り
二
二
〇
万
円
が
あ
っ
た
事
、
ま
た
支
出
で
は
林
道
等

の
開
設
に
伴
な
う
林
業
振
興
費
が
一
八
七
万
五
〇
〇
〇
円
等
で
あ
る

が
、
こ
の
年
か
ら
新
農
村
建
設
事
業
が
始
ま
り
、
三
次
橋
(
後
の
岩

瀬
戸
橋
)

の
架
設
に
三
一
八
万
五
〇
〇
〇
円
が
投
ぜ
ら
れ
た
外
、
特

別
会
計
で
は
藤
社
水
路
・
元
井
谷
橋
・
三
次
農
道
等
の
工
事
が
施
行

さ
れ
た
。

昭
和
三
五
年
度

一
般
会
計
決
算
額
は
歳
入
で
九
二
九
四
万
一
〇
〇
〇
円
、
歳
出
八

七
一
八
万
九
〇
〇
〇
円
。
歳
入
で
は
交
付
税
が
累
年
伸
び
て
一
九
八

六
万
八
〇
〇
〇
円
と
な
り
、
村
税
収
入
の
一
四
九
〇
万
八
〇
〇
〇
円

を
大
き
く
上
廻
っ
た
。
な
お
、
こ
の
年
財
産
収
入
の
大
巾
増
が
あ
っ

た
が
、
こ
れ
は
主
と
し
て
狼
ケ
城
国
有
林
の
払
下
げ
を
受
け
た
事
に
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よ
る
立
木
の
売
払
い
で
あ
る
。
払
下
げ
価
格
は
四
、
〇
五
〇
万
円
で

あ
っ
た
が
、
売
払
価
格
は
四
、
六
一
〇
万
円
で
あ
っ
た
。

こ
の
外
、
主
な
支
出
で
は
産
業
経
済
費
七
九
五
万
八
〇
〇
〇
円
、

役
場
費
の
七
八
八
万
九
〇
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。
こ
の
役
場
費
と
言
う

の
は
主
と
し
て
人
件
費
で
あ
る
が
、
昭
和
三
八
年
地
方
自
治
法
の
改

正
で
昭
和
三
九
年
度
以
後
は
姿
を
か
く
す
事
に
な
る
費
目
で
あ
る
。

こ
の
年
の
役
場
費
に
は
職
員
給
が
七
四
七
万
七
〇
〇
〇
円
含
ま
れ
て

い
た
。
産
業
経
済
費
の
重
点
は
産
業
奨
励
賞
で
あ
り
、
こ
の
奨
励
費

の
力
点
は
農
業
土
木
費
で
あ
っ
て
、
三
一
六
万
九
〇
〇
〇
円
を
費
消

し
た
。
な
お
、
先
に
述
べ
た
狼
ケ
城
の
払
下
げ
価
格
は
四
〇
五
〇
万

円
で
あ
っ
た
が
決
算
段
階
で
は
こ
の
利
子
一
八
七
万
七
〇
〇
〇
円
が

支
出
さ
れ
、
合
計
四
二
三
七
万
七
〇
〇
〇
円
と
な
り
、
差
引
三
八
二

万
三
〇
〇
〇
円
と
土
地
約
三
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
残
っ
た
こ
と
に
な
っ

た
。
な
お
、
こ
の
年
の
土
木
費
は
二
二
二
万
八
〇
〇
〇
円
で
あ
る
。

昭
和
三
六
年
度

決
算
上
の
歳
入
総
額
は
七
〇
七
八
万
九
〇
〇
〇
円
、
歳
出
は
六
三

四
〇
万
円
、
差
引
七
三
八
万
九
〇
〇
〇
円
が
剰
余
金
と
し
て
翌
年
度

に
繰
越
さ
れ
た
。
歳
入
で
は
昭
和
三
三
年
以
来
地
方
交
付
税
が
村
税

収
入
を
上
廻
り
、
以
来
逐
年
村
税
収
入
を
大
き
く
引
離
し
て
行
く
事

に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
年
も
村
税
収
入
一
六
六
一
万
九
〇
〇
〇

円
に
対
し
、
交
付
税
は
二
五
五
八
万
三
〇
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。
ま
た

こ
の
年
の
歳
入
中
財
産
収
入
が
七
八
六
万
三
〇
〇
〇
円
あ
っ
た
が
、

こ
れ
は
村
有
林
の
立
木
売
却
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
金
は
仕

七
川
小
学
校
屋
内
運
動
場
の
建
設
財
源
に
充
て
ら
れ
た
。
ま
た
支
出

の
う
ち
主
な
も
の
は
梅
の
瀬
橋
(
大
字
黒
藤
川
)
架
橋
工
事
一
二
〇

万
円
、
仕
七
川
小
学
校
屋
内
運
動
場
及
び
支
障
と
な
る
校
舎
移
転
費

の
合
計
九
四
六
万
六
〇
〇
〇
円
、
西
古
味
公
営
住
宅
及
び
久
主
ノ
下

公
営
住
宅
合
計
一
〇
戸
の
建
築
費
三
七
〇
万
一
〇
〇
〇
円
、
火
葬
場

一
八
二
万
五
〇
〇
〇
円
、
農
業
土
木
費
二
四
二
万
三
〇
〇
〇
円
。
こ

の
う
ち
始
め
て
の
事
業
と
し
て
長
瀬
の
開
田
に
対
し
村
費
一
七
万
五

〇
〇
〇
円
が
支
出
さ
れ
た
。
更
に
こ
の
年
、
財
政
調
整
基
金
と
し
て

一
〇
〇
万
円
の
積
立
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
外
、
特
別
会
計
で
別
途
に

処
理
さ
れ
た
も
の
は
中
道
水
路
・
長
瀬
蛙
畔
・
平
井
蛙
畔
・
田
波
野

瀬
水
路
・
田
波
野
瀬
索
道
・
田
波
野
瀬
水
路
・
石
本
水
路
・
三
次
農

道
・
東
川
農
道
計
九
件
二
三
八
万
一
〇
〇
〇
円
で
あ
る
。

昭
和
三
七
年
度

歳
入
決
算
額
七
〇
六
五
万
九
〇
〇
〇
円
、
歳
出
六
五
六
三
万
三
〇

〇
〇
円
、
差
引
五
〇
二
万
五
〇
〇
〇
円
が
翌
年
度
に
繰
越
さ
れ
た
。
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歳
入
中
特
異
な
も
の
は
地
方
交
付
税
が
大
巾
に
伸
長
し
て
、
村
税
の

概
ね
二
倍
に
達
し
た
事
と
、
こ
の
年
始
め
て
ス
キ
ー
場
が
村
で
開
設

さ
れ
て
そ
の
使
用
料
が
、
二
万
五
〇
四
五
円
収
納
さ
れ
た
事
で
あ

る
。
歳
出
中
主
な
も
の
は
、
中
央
中
学
校
特
別
教
室
建
築
費
三
〇
八

万
九
〇
〇
〇
円
、
上
黒
岩
公
営
住
宅
建
設
工
事
五
八
万
八
〇
〇
〇
円
、

ス
キ
ー
場
施
設
工
事
請
負
金
三
三
三
万
五
〇
〇
〇
円
、
大
谷
線
開
設

四
〇
四
万
九
〇
〇
〇
円
、
大
谷
線
改
良
工
事
一
六
〇
万
円
、
中
村
山

電
気
導
入
事
業
三
五
万
九
〇
〇
〇
円
、
黒
藤
川
警
察
官
駐
在
所
建
替

工
事
八
二
万
円
等
で
あ
る
。
こ
の
外
、
上
組
蛙
畔
・
本
村
水
路
・
二

箆
頭
首
工
・
内
分
農
道
・
田
波
野
瀬
農
道
・
三
王
水
路
・
大
久
保
水

路
・
七
鳥
水
路
・
石
本
農
道
・
惣
津
山
池
・
内
分
農
道
・
藤
社
農
道

計
二
二
ヶ
所
、
こ
の
金
五
一
五
万
一
〇
〇
〇
円
が
特
別
会
計
で
処
理

さ
れ
た
。

な
お
、
比
の
年
束
古
味
の
開
田
に
伴
な
う
補
助
金
と
し
て
六
三
万

八
〇
〇
〇
円
、
二
箆
開
田
に
伴
な
う
補
助
金
六
五
万
円
の
助
成
が
行

わ
れ
た
が
、
こ
れ
は
長
瀬
開
田
に
伴
な
う
補
助
の
例
に
よ
り
、
揚
水

施
設
々
備
経
費
に
の
み
一
部
助
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

昭
和
三
八
年
度

税
収
に
若
干
の
伸
び
は
あ
っ
た
が
一
七
六
七
万
五
〇
〇
〇
円
に
止

ま
り
、
地
方
交
付
税
は
三
九
七
八
万
四
〇
〇
〇
円
と
な
っ
た
。
こ
の

年
の
歳
入
決
算
額
は
八
、
五
〇
三
万
円
、
歳
出
七
、
七
四
八
万
一
〇

〇
〇
円
で
地
方
交
付
税
は
歳
入
総
額
の
大
半
を
握
る
に
至
っ
た
が
、

こ
の
傾
向
は
昭
和
四
九
年
の
現
在
に
至
る
ま
で
概
ね
同
様
比
率
を

保
っ
て
い
る
。

こ
の
年
の
税
収
の
伸
び
は
主
に
木
材
引
取
税
で
あ
り
、
更
に
財
産

収
入
の
伸
び
は
ス
キ
ー
場
開
設
に
伴
な
う
支
障
木
と
し
て
官
行
造
林

の
一
部
立
木
売
払
代
金
一
三
四
万
三
〇
〇
〇
円
、
そ
の
他
、
黒
藤
川

地
域
集
会
所
及
び
教
員
住
宅
建
設
資
金
充
当
を
目
的
と
し
た
村
債
六

八
〇
万
円
等
が
あ
る
。

歳
出
の
主
な
も
の
は
六
〇
年
ぶ
り
と
言
わ
れ
た
大
雪
に
よ
る
も

の
、
及
び
台
風
九
号
の
災
害
応
急
復
旧
費
で
あ
っ
た
。
大
雪
に
よ
る

被
害
で
は
村
有
林
の
被
害
木
の
雪
起
し
資
材
(
網
代
)
、
及
び
賃
金
だ

け
で
も
二
五
七
万
五
〇
〇
〇
円
に
達
し
た
。
ま
た
平
井
橋
の
老
朽
化

に
よ
り
、
こ
の
改
修
費
二
六
〇
万
円
、
ま
た
内
部
的
に
は
固
定
資
産

の
評
価
番
を
行
っ
た
が
、
こ
の
た
め
の
臨
時
職
貝
に
対
す
る
賃
金
の

支
払
い
は
八
七
万
七
〇
〇
〇
円
に
達
し
た
。
総
じ
て
こ
の
年
は
災
害

処
理
と
内
政
の
年
と
言
っ
た
感
が
深
い
。
な
お
別
途
会
計
で
は
七
鳥

畦
畔
二
件
・
シ
ロ
水
路
・
二
箆
水
路
・
ナ
ル
タ
キ
頭
首
工
・
本
紀
・

63



下
土
居
橋
・
と
ち
ず
水
路
・
ナ
ル
水
田
睦
畔
外
三
件
・
宮
の
上
水

路
・
ビ
ギ
石
農
道
・
久
保
田
水
路
・
ナ
ル
水
路
・
豊
久
水
路
ダ
バ
蛙

畔
・
本
組
頭
首
工
・
田
波
野
瀬
農
道
・
三
王
水
路
な
ど
計
二
五
件
の

復
旧
工
事
と
、
団
体
営
土
地
改
良
事
業
田
波
野
瀬
農
道
、
併
せ
て
二

六
件
一
九
六
三
万
一
〇
〇
〇
円
が
投
ぜ
ら
れ
た
。
ま
た
特
別
会
計
と

し
て
新
た
に
農
業
共
済
事
業
会
計
が
設
け
ら
れ
た
。

昭
和
三
九
年
度

本
年
歳
入
総
額
八
七
八
六
万
円
、
歳
出
で
は
七
六
一
〇
万
二
〇
〇

〇
円
、
差
引
二
七
五
万
七
〇
〇
〇
円
が
翌
年
度
に
繰
越
さ
れ
た
。

歳
入
の
順
位
は
地
方
交
付
税
・
村
税
・
繰
越
金
・
県
支
出
金
・
雑

収
入
の
順
で
あ
る
。
歳
出
中
主
な
も
の
は
総
務
費
の
二
〇
八
七
万
三

〇
〇
〇
円
、
二
位
は
教
育
費
、
三
位
土
木
費
、
続
い
て
農
林
水
産
業

費
・
民
生
費
・
議
会
費
の
順
で
あ
る
が
土
木
費
中
目
立
つ
も
の
は
荒

瀬
橋
の
架
替
工
事
費
四
五
六
万
八
〇
〇
〇
円
、
県
施
行
に
係
る
村
費

負
担
金
三
〇
四
万
五
〇
〇
〇
円
の
外
、
村
倭
の
本
年
一
年
の
元
利
償

還
が
二
二
一
万
六
〇
〇
〇
円
と
ふ
く
れ
て
来
た
事
で
あ
る
。
な
お
別

途
会
計
で
処
理
さ
れ
た
も
の
は
災
害
復
旧
事
業
中
、
農
地
及
び
農
業

用
施
設
に
係
る
も
の
桑
井
手
頭
首
工
始
め
二
三
件
、
県
単
土
地
改
良

事
業
二
件
、
計
二
五
件
、
そ
の
経
費
一
、
一
四
七
万
一
〇
〇
〇
円
で

あ
っ
た
。
先
に
も
述
べ
た
が
昭
和
三
八
年
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ

り
予
算
形
式
が
か
わ
り
、
昭
和
三
九
年
度
よ
り
改
正
法
に
基
づ
い
て

予
算
様
式
及
び
内
容
を
改
め
、
従
来
人
件
費
は
役
場
費
の
中
に
あ
っ

た
も
の
を
議
会
費
・
総
務
費
・
民
生
費
・
衛
生
費
・
農
林
水
産
業
費
・

土
木
費
・
消
防
費
・
教
育
費
等
に
そ
れ
ぞ
れ
人
件
費
を
組
込
み
、
い

わ
ゆ
る
歳
出
の
目
的
別
編
成
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
年
条
例
に
よ

り
財
政
調
整
基
金
一
〇
〇
万
円
を
毎
年
積
立
て
る
事
と
し
た
。
参
考

ま
で
に
改
正
さ
れ
た
予
算
形
式
の
一
部
を
記
す
と
総
務
費
中
に
は
総

務
管
理
費
・
徴
税
費
・
戸
籍
住
民
登
録
費
・
選
挙
費
・
統
計
調
査
費
・

監
査
委
員
会
費
・
企
画
費
・
地
積
調
査
費
が
含
ま
れ
、
総
務
管
理
費

の
中
に
は
一
般
管
理
費
・
文
書
広
報
費
・
会
計
管
理
費
・
財
産
管
理

費
・
防
犯
対
策
費
÷
父
通
安
全
対
策
費
・
財
政
調
整
基
金
費
・
地
域

社
会
振
興
対
策
費
等
が
包
含
さ
れ
、
民
生
費
は
社
会
福
祉
費
と
児
童

福
祉
費
に
分
れ
社
会
福
祉
は
社
会
福
祉
総
務
費
と
老
人
福
祉
費
に
、

児
童
福
祉
費
は
児
童
福
祉
総
務
費
・
児
童
措
置
費
・
母
子
健
康
セ
ン

タ
ー
費
・
母
子
福
祉
費
に
分
れ
る
。
衛
生
費
は
保
健
衛
生
総
務
費
・

予
防
費
・
環
境
衛
生
費
か
ら
な
り
、
農
林
水
産
業
費
は
農
業
費
と
林

業
費
に
分
れ
、
更
に
農
業
費
は
農
業
委
員
会
費
・
農
業
総
務
費
・
農

業
振
興
費
・
畜
産
業
賞
・
農
地
費
か
ら
な
り
、
林
業
費
は
林
業
総
務
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費
・
林
業
振
興
費
・
林
業
構
造
改
善
事
業
費
・
治
山
治
水
費
に
分
れ

る
。
ま
た
商
工
費
は
商
工
振
興
費
と
観
光
費
に
、
土
木
費
は
道
路
橋

梁
費
・
河
川
費
・
住
宅
費
か
ら
な
り
、
教
育
費
は
教
育
委
員
会
費
・

小
学
校
費
・
中
学
校
費
・
社
会
教
育
費
・
保
健
体
育
費
に
分
類
さ
れ

て
、
さ
ら
に
必
要
な
目
が
お
か
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
議
会
費
・
消

防
費
・
災
害
復
旧
費
・
公
債
費
・
諸
支
出
金
・
予
備
等
も
あ
る
。

昭
和
四
〇
年
度

こ
の
年
の
歳
入
総
額
は
、
二
、
二
一
一
万
一
〇
〇
〇
円
と
一
億

の
大
台
に
乗
っ
た
。
歳
出
総
額
は
九
八
七
一
万
一
〇
〇
〇
円
、
差
引

黒
字
二
一
五
〇
万
円
で
あ
っ
た
。
歳
入
中
、
地
方
交
付
税
は
五
三
九

三
万
円
と
歳
出
の
五
〇
%
を
越
え
た
が
村
税
は
依
然
と
し
て
伸
び
な

や
み
一
八
一
六
万
八
〇
〇
〇
円
に
止
ま
っ
た
。
こ
の
外
、
国
庫
支
出

金
七
一
二
万
円
、
県
支
出
金
六
九
〇
万
六
〇
〇
〇
円
、
村
債
四
三
〇

政

万
円
、
寄
附
金
三
九
六
万
八
〇
〇
〇
円
そ
の
他
と
な
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
を
歳
出
で
見
る
と
母
子
健
康
セ
ン
タ
ー
建
設
費
(
整
地
費
を
含

む
)
四
八
三
万
三
〇
〇
〇
円
、
七
鳥
簡
易
水
道
七
五
万
円
、
岩
屋
寺

第2章 財

休
憩
所
六
八
万
六
〇
〇
〇
円
、
ス
キ
ー
場
の
駐
車
場
三
二
〇
万
四
〇

〇
〇
円
、
ス
キ
ー
リ
フ
ト
電
気
設
備
費
一
九
八
万
九
〇
〇
〇
円
、
観

光
特
別
会
計
繰
出
金
二
〇
〇
万
円
、
学
校
給
食
設
備
費
中
小
学
校
分

二
五
一
万
四
〇
〇
〇
円
、
中
学
校
分
二
一
万
五
〇
〇
〇
円
、
災
害
復

旧
工
事
費
四
六
二
万
四
〇
〇
〇
円
、
公
債
費
(
借
金
の
本
年
度
償
還

金
)
三
二
六
万
九
〇
〇
〇
円
等
が
主
な
も
の
で
あ
る
。
本
年
か
ら
災

害
復
旧
等
も
一
般
会
計
で
経
理
さ
れ
た
。

ま
た
こ
の
年
観
光
事
業
特
別
会
計
を
創
設
し
、
同
会
計
で
は
村
債

一
〇
〇
〇
万
円
を
含
む
歳
入
一
二
七
〇
万
三
〇
〇
〇
円
を
も
っ
て
ス

キ
ー
リ
フ
ト
及
び
管
理
事
務
所
を
建
設
し
た
が
、
そ
の
経
費
は
一
、

一
四
〇
万
二
〇
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。

昭
和
四
一
年
度

本
年
歳
入
と
し
て
新
た
に
加
わ
っ
た
も
の
は
臨
時
地
方
特
例
交
付

金
一
一
五
万
五
〇
〇
〇
円
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
含
め
た
歳
入
総
額

は
一
二
、
八
一
六
万
五
〇
〇
〇
円
、
歳
出
は
二
、
三
二
五
万
二
〇

〇
〇
円
と
始
め
て
歳
出
も
一
億
円
を
突
破
し
た
。
歳
入
の
順
位
は
交

付
税
、
村
税
、
繰
越
金
、
国
庫
支
出
金
、
県
支
出
金
、
財
産
収
入
等

と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
年
の
村
億
は
三
〇
〇
万
円
で
あ
っ
た
。
歳

出
順
位
は
総
務
費
、
土
木
費
、
教
育
費
、
農
林
水
産
業
費
、
そ
の
他

で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
主
な
事
業
は
大
谷
林
道
工
事
費
二
八
一
万
九

〇
〇
〇
円
、
低
開
発
地
域
振
興
対
策
事
業
一
五
九
万
一
〇
〇
〇
円
、

沢
渡
橋
改
修
工
事
四
四
七
万
六
〇
〇
〇
円
、
岩
屋
寺
橋
三
六
四
万
六
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〇
〇
〇
円
、
災
害
復
旧
事
業
八
ヶ
所
で
三
二
六
万
六
〇
〇
〇
円
、
公

債
費
三
三
五
万
六
〇
〇
〇
円
等
で
あ
り
、
観
光
事
業
特
別
会
計
で
は

村
債
六
四
〇
万
円
等
を
含
め
て
歳
入
総
額
一
、
〇
八
九
万
二
〇
〇
〇

円
が
計
上
さ
れ
、
歳
出
で
は
ス
キ
ー
リ
フ
ト
残
工
事
六
三
七
万
一
〇

〇
〇
円
の
外
、
貸
ス
キ
ー
五
四
万
四
〇
〇
〇
円
、
天
幕
・
毛
布
で
一

五
万
五
〇
〇
〇
円
等
が
主
な
も
の
で
あ
っ
た
。

昭
和
四
二
年
度

こ
の
年
の
歳
入
決
算
総
額
は
一
七
、
一
三
六
万
七
〇
〇
〇
円
、
歳

出
一
四
、
〇
〇
〇
万
円
、
差
引
三
一
三
六
万
七
〇
〇
〇
円
で
あ
っ

た
。
歳
入
は
地
方
交
付
税
七
、
四
一
七
万
五
〇
〇
〇
円
を
筆
頭
に
村

税
・
県
支
出
金
・
繰
越
金
・
分
担
金
及
び
負
担
金
・
村
債
・
国
庫
支

出
金
・
寄
付
金
・
財
産
収
入
・
諸
収
入
・
使
用
料
手
数
料
の
順
で
あ

り
、
歳
出
で
は
土
木
費
・
総
務
費
・
農
林
水
産
業
費
・
教
育
費
・
議

会
費
・
衛
生
費
・
民
生
費
・
公
債
費
・
消
防
費
等
の
順
位
で
あ
っ

た
。
主
な
事
業
は
大
川
豊
久
農
道
五
九
九
万
六
〇
〇
〇
円
、
大
谷

線
・
木
地
線
改
良
等
に
伴
な
う
村
費
負
担
八
九
〇
万
円
、
農
地
農
業

用
施
設
復
旧
等
に
伴
な
う
も
の
一
三
七
万
円
、
土
木
工
事
四
ヶ
所
二

五
〇
〇
万
五
〇
〇
〇
円
、
橋
梁
改
良
二
一
四
万
五
〇
〇
〇
円
、
公
共

土
木
災
害
復
旧
二
八
万
一
〇
〇
〇
円
等
で
あ
っ
た
。

観
光
会
計
で
は
ス
キ
ー
場
使
用
料
四
三
七
万
七
〇
〇
〇
円
、
一
般

会
計
繰
入
金
二
一
〇
万
円
を
含
む
歳
入
合
計
七
〇
四
万
六
〇
〇
〇
円

に
対
し
、
歳
出
で
は
四
二
八
万
六
〇
〇
〇
円
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な

も
の
は
ス
キ
ー
コ
ー
ス
整
備
費
六
五
万
八
〇
〇
〇
円
、
駐
車
場
整
備

費
七
四
万
六
〇
〇
〇
円
の
外
、
ス
キ
ー
場
の
経
営
費
に
充
て
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。

昭
和
四
三
年
度

本
年
新
た
に
自
動
車
取
得
税
交
付
金
、
及
び
交
通
安
全
対
策
特
別

交
付
金
等
の
国
庫
か
ら
の
歳
入
が
始
ま
っ
た
が
、
こ
れ
ら
を
合
せ
た

歳
入
総
額
は
、
一
八
、
九
六
一
万
一
〇
〇
〇
円
、
歳
出
総
額
は
一

七
、
七
五
七
万
八
〇
〇
〇
円
で
あ
っ
て
、
一
、
二
〇
三
万
二
〇
〇
〇

円
が
翌
年
度
に
繰
越
さ
れ
た
。

歳
入
は
地
方
交
付
税
八
、
五
八
四
万
四
〇
〇
〇
円
、
繰
越
金
三
、

二
二
六
万
七
〇
〇
〇
円
、
村
税
一
、
九
八
一
万
八
〇
〇
〇
円
、
県
支

出
金
一
七
五
五
万
一
〇
〇
〇
円
、
国
庫
支
出
金
九
三
五
万
三
〇
〇
〇

円
、
村
債
五
一
〇
万
円
、
寄
付
金
四
二
二
万
六
〇
〇
〇
円
、
そ
の
他

諸
収
入
・
分
担
金
及
び
負
担
金
・
繰
入
金
・
使
用
料
手
数
料
・
財
産

収
入
の
順
と
な
り
、
歳
出
の
主
な
も
の
は
大
谷
集
会
所
二
三
三
万
八

〇
〇
〇
円
、
久
万
町
に
し
尿
処
理
場
を
建
設
し
た
村
負
担
金
二
五
二
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万
円
、
こ
の
年
野
ね
ず
み
の
発
生
著
る
し
く
被
害
莫
大
の
た
め
、
野

ね
ず
み
撲
滅
対
策
費
と
し
て
二
四
万
四
〇
〇
〇
円
を
支
出
し
た
外
、

明
治
百
年
記
念
と
し
て
御
三
戸
中
央
集
会
所
横
の
土
地
購
入
と
記
念

行
事
費
と
し
て
八
万
四
〇
〇
円
の
支
出
が
あ
っ
た
。

こ
の
年
の
観
光
会
計
へ
は
一
般
会
計
か
ら
一
、
五
〇
〇
万
円
の
繰

出
を
し
た
が
、
こ
れ
は
観
光
会
計
借
入
金
の
繰
上
げ
償
還
に
充
て
る

た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
歳
出
中
主
な
も
の
は
道
路
新
設
改
良

費
一
〇
ヶ
所
(
大
谷
線
)
一
一
四
五
万
三
〇
〇
〇
円
、
財
産
購
入
費

七
三
三
万
五
〇
〇
〇
円
等
で
あ
っ
た
が
、
詳
細
は
別
途
に
述
べ
た

い
。
観
光
会
計
で
は
収
入
合
計
二
、
一
九
一
一
万
五
〇
〇
〇
円
で
あ
っ

た
が
、
主
な
も
の
は
前
述
の
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
と
ス
キ
ー
場

使
用
料
収
益
の
三
〇
三
万
七
〇
〇
〇
円
で
あ
り
、
ま
た
歳
出
の
主
な

も
の
は
繰
上
償
還
の
一
六
一
五
万
九
〇
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。

政

昭
和
四
四
年
度

第2章 財

収
支
決
算
額
は
年
と
共
に
大
型
化
し
、
こ
の
年
の
歳
入
総
額
は
、

二
二
、
六
九
〇
万
八
〇
〇
〇
円
、
歳
出
は
二
〇
、
四
四
三
万
五
〇
〇

〇
円
に
上
昇
し
た
。
こ
の
う
ち
歳
入
の
最
た
る
も
の
は
、
依
然
地
方

交
付
税
で
、
二
、
一
〇
九
万
七
〇
〇
〇
円
、
県
支
出
金
三
、
三
五

五
万
九
〇
〇
〇
円
、
次
い
で
村
税
二
、
一
〇
二
万
六
〇
〇
〇
円
と
、

よ
う
や
く
二
、
〇
〇
〇
万
円
台
に
達
し
た
。
そ
の
他
国
庫
支
出
金
、

繰
越
金
、
村
償
、
分
担
金
そ
の
他
の
順
と
な
る
。
歳
出
で
は
農
林
水

産
業
費
が
主
位
を
占
め
、
四
九
一
七
万
円
、
総
務
費
四
八
一
八
万
一

〇
〇
〇
円
、
土
木
費
三
四
〇
三
万
六
〇
〇
〇
円
、
教
育
費
二
九
一
五

万
三
〇
〇
〇
円
、
民
生
費
一
五
五
八
万
九
〇
〇
〇
円
、
そ
の
他
議
会

費
・
災
害
復
旧
費
・
公
債
費
・
衛
生
費
と
つ
づ
く
が
、
特
に
社
会
福

祉
政
策
の
充
実
に
伴
い
民
生
費
が
大
き
く
台
頭
す
る
に
至
っ
た
。

こ
の
年
の
主
な
事
業
、
又
は
特
殊
な
も
の
は
仕
七
川
駐
在
所
敷
地

造
成
工
事
五
万
二
〇
〇
〇
円
、
中
央
集
会
所
横
駐
車
場
造
成
工
事
費

三
二
〇
万
一
二
〇
〇
〇
円
、
ヨ
ラ
キ
レ
電
気
導
入
に
伴
な
う
経
費
三
二

五
万
八
〇
〇
〇
円
、
火
葬
場
取
付
道
舗
装
及
び
納
骨
堂
工
事
二
三
万

三
〇
〇
〇
円
、
大
川
内
田
線
改
良
工
事
一
九
五
万
八
〇
〇
〇
円
の
ほ

か
振
興
山
村
農
林
漁
業
特
別
開
発
事
業
に
着
手
し
た
が
、
本
年
度
は

梶
家
農
道
・
ア
ジ
ヤ
リ
ゴ
水
路
・
ソ
デ
ノ
水
路
・
田
波
野
瀬
水
路
・

シ
ロ
水
路
・
ジ
デ
ン
水
路
・
大
川
上
水
路
・
内
分
揚
水
機
・
黒
田
農

道
・
沢
渡
水
路
等
の
改
修
が
行
わ
れ
一
、
〇
三
八
万
六
〇
〇
〇
円
、

林
業
構
造
改
善
事
業
と
し
て
森
林
組
合
へ
支
出
し
た
額
一
、
四
一
九

万
円
、
愛
媛
県
森
林
組
合
連
合
会
に
よ
る
上
浮
穴
木
材
市
場
建
設
費

の
内
へ
村
費
二
三
五
万
六
〇
〇
〇
円
、
平
井
林
道
・
菱
川
林
道
・
中
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村
林
道
・
木
地
林
道
等
に
対
す
る
助
成
金
五
三
万
三
〇
〇
〇
円
、
椎

茸
生
産
施
設
一
〇
ヶ
所
の
設
置
に
対
し
二
三
五
万
五
〇
〇
〇
円
、
村

道
沢
渡
線
の
測
量
費
四
〇
万
円
、
土
木
県
工
事
地
元
町
村
負
担
金
六

九
四
万
三
〇
〇
〇
円
一
三
和
橋
六
〇
九
万
円
、
長
瀬
橋
架
替
費
六
六

四
万
円
、
宮
前
橋
改
良
工
事
へ
二
一
八
万
円
、
岩
瀬
戸
橋
々
脚
補
修

外
五
件
で
四
九
一
万
五
〇
〇
〇
円
等
と
、
か
な
り
盛
り
た
く
さ
ん
の

事
業
が
処
理
さ
れ
た
。
ま
た
観
光
会
計
で
は
ス
キ
ー
場
の
共
同
便
所

及
び
水
道
施
設
・
照
明
施
設
等
が
新
設
さ
れ
て
内
容
が
一
段
と
整
備

さ
れ
た
が
、
こ
の
工
事
費
は
合
せ
て
二
二
〇
万
一
〇
〇
〇
円
で
あ
っ

た
。昭

和
四
五
年
度

歳
入
は
依
然
地
方
交
付
税
が
ト
ッ
プ
で
、
そ
の
四
六
%
を
占
め
、

一
三
、
八
二
一
万
五
〇
〇
〇
円
、
次
が
県
支
出
金
で
一
五
%
、
村
儀

は
村
税
を
上
廻
っ
て
二
、
三
九
〇
万
円
で
三
位
と
な
り
、
四
位
村
税

の
二
、
二
七
三
万
三
〇
〇
〇
円
、
五
位
繰
越
金
、
六
位
国
庫
支
出
金
、

次
で
分
担
金
及
び
負
担
金
・
寄
附
金
・
諸
収
入
等
の
順
と
な
り
、
そ

の
総
額
は
二
九
、
八
四
八
万
一
〇
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。

歳
出
で
は
引
続
き
農
林
水
産
業
費
が
主
位
を
占
め
、
全
体
の
二
四

%
、
六
、
八
七
一
万
九
〇
〇
〇
円
、
次
が
教
育
費
六
、
二
五
〇
万
五

〇
〇
〇
円
、
総
務
費
五
、
七
九
九
万
四
〇
〇
〇
円
、
土
木
費
四
、
四

二
九
万
円
、
民
生
費
一
、
七
八
三
万
四
〇
〇
〇
円
、
衛
生
費
八
七
八

万
五
〇
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。

こ
の
年
か
ら
一
〇
年
計
画
で
国
土
調
査
事
業
(
地
積
調
査
)
を
始
め

た
が
、
こ
れ
ら
を
含
ん
で
主
な
事
業
は
次
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
。

役
場
庁
舎
増
築
工
事
三
一
七
万
九
〇
〇
〇
円
、
御
三
戸
駐
在
所
敷
地

造
成
工
事
四
〇
九
万
一
〇
〇
〇
円
、
農
道
四
ヶ
所
で
四
七
九
万
五
〇

〇
〇
円
、
地
積
調
査
費
一
九
五
万
円
、
林
業
構
造
改
善
事
業
及
び
こ

れ
に
関
連
す
る
総
事
業
費
二
、
九
五
五
万
一
〇
〇
〇
円
、
道
路
改
良

及
び
舗
装
に
伴
な
う
村
費
支
出
額
一
、
五
三
九
万
三
〇
〇
〇
円
、
中

央
中
学
校
体
育
館
建
設
費
二
、
六
四
二
万
円
、
う
ち
建
物
請
負
費

二
、
二
九
六
万
七
〇
〇
〇
円
等
で
あ
る
。

昭
和
四
六
年
度

こ
の
年
の
歳
入
総
額
は
三
六
、
七
九
五
万
九
〇
〇
〇
円
、
歳
出
総

額
は
三
三
、
八
五
一
万
七
〇
〇
〇
円
と
伸
長
し
た
。
ま
た
歳
入
は
地

方
交
付
税
が
四
六
%
を
占
め
、
一
六
、
三
五
六
万
六
〇
〇
〇
円
、
県

支
出
金
六
、
一
二
四
万
三
〇
〇
〇
円
で
全
体
の
一
六
%
、
次
に
村

債
・
繰
入
金
・
村
税
・
国
庫
支
出
金
等
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
年
特

に
村
債
が
著
る
し
く
多
額
に
な
っ
た
の
は
、
山
村
振
興
法
(
略
称
)
の
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適
用
及
び
過
疎
地
域
振
興
法
等
の
指
定
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
財

源
と
し
て
借
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
償
還
方
法
及
び
額
等
は
財

政
編
の
は
じ
め
に
述
べ
て
い
る
の
で
省
略
す
る
が
、
二
〇
⊥
二
〇
%

の
償
還
で
足
り
る
最
も
有
利
な
村
億
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
財
源
が
い
か
に
費
消
さ
れ
た
か
、
主
な
事
業
を
列
挙
す

る
と
先
ず
黒
藤
川
集
会
所
・
御
三
戸
集
会
所
の
新
築
及
び
歯
科
診
療

所
整
地
工
事
等
で
三
六
万
四
〇
〇
〇
円
、
国
土
調
査
費
一
、
〇
六
七

万
三
〇
〇
〇
円
、
歯
科
診
療
所
新
築
工
事
費
六
〇
一
万
九
〇
〇
〇
円
、

団
体
営
東
古
昧
農
道
外
一
一
件
二
、
六
九
三
万
円
、
本
組
農
道
外
五

件
で
一
三
二
万
七
〇
〇
〇
円
、
林
業
構
造
改
善
事
業
中
、
森
林
組
合

が
事
業
主
体
と
な
っ
て
施
行
し
た
も
の
に
対
す
る
森
林
組
合
補
助
金

二
、
五
〇
六
万
一
〇
〇
〇
円
、
淡
水
漁
種
苗
生
産
施
設
(
あ
め
の
う
お

縛
化
場
)
一
一
六
万
円
、
ペ
イ
ロ
ー
ダ
ー
(
タ
イ
ヤ
付
シ
ョ
ベ
ル
)
六
三

政

〇
万
円
、
山
村
振
興
特
認
事
業
沢
渡
道
路
費
三
〇
五
万
円
、
蕨
打

線
改
良
及
び
舗
装
費
八
八
〇
万
九
〇
〇
〇
円
、
県
道
改
良
及
び
舗
装

に
対
す
る
村
負
担
金
八
六
四
万
九
〇
〇
〇
円
、
七
鳥
橋
三
一
八
万
円
、

第2章 財

土
地
購
入
費
九
二
五
万
円
、
特
筆
す
べ
き
は
地
域
集
団
電
話
村
内
八

〇
七
戸
取
付
に
対
す
る
村
費
補
助
金
八
〇
二
万
一
〇
〇
〇
円
等
で
あ

る
。
ま
た
歳
出
の
款
別
支
出
額
は
総
務
費
・
農
林
水
産
業
費
・
土
木

費
・
教
育
費
・
民
生
費
・
衛
生
費
の
順
に
な
っ
て
い
る
が
、
特
に
こ

の
年
一
〇
月
か
ら
老
人
医
療
費
の
無
料
化
に
伴
な
う
村
費
負
担
も
加

わ
り
、
民
生
費
が
一
、
八
六
四
万
円
と
上
昇
し
た
。

こ
の
年
、
上
黒
岩
字
カ
ワ
ツ
ケ
四
、
六
三
七
平
方
㍍
を
小
田
町
福

森
松
雄
よ
り
購
入
六
八
〇
万
円
の
外
、
上
黒
岩
字
ム
カ
イ
ゴ
、
、
\
同

ウ
ズ
ノ
ウ
工
、
矢
竹
保
存
増
殖
地
と
し
て
大
字
黒
藤
川
字
ヤ
ダ
ケ
、

ス
キ
ー
場
駐
車
場
用
地
等
合
せ
て
一
六
、
三
六
四
平
方
㍍
を
一
三
四

九
万
円
で
購
入
し
た
外
、
東
川
に
教
員
用
住
宅
一
棟
も
購
入
し
た
。

ま
た
一
〇
月
一
日
か
ら
始
ま
っ
た
老
人
医
嬢
は
翌
四
七
年
三
月
末
日

ま
で
に
延
四
三
三
件
の
利
用
が
あ
っ
た
。
こ
の
外
、
役
場
を
中
心
と

し
て
周
辺
の
水
不
足
解
消
の
た
め
に
上
水
道
を
作
っ
た
が
、
こ
の
経

費
二
二
〇
万
四
〇
〇
〇
円
を
要
し
た
。

観
光
特
別
会
計
で
は
工
事
費
二
四
七
万
五
〇
〇
〇
円
を
投
じ
て
ス

キ
ー
場
第
三
駐
車
場
を
建
設
し
た
外
、
ス
キ
ー
場
に
至
る
遊
歩
道
三

六
〇
㍍
、
三
二
〇
万
円
を
投
資
し
た
。

昭
和
四
七
年
度

歳
入
総
額
四
九
、
〇
五
〇
万
円
、
歳
出
総
額
四
五
、
八
二
万
七

〇
〇
〇
円
、
差
引
三
、
二
三
八
万
三
〇
〇
〇
円
が
翌
年
度
に
繰
越
さ

れ
た
が
、
昭
和
四
〇
年
に
始
め
て
一
億
円
の
大
台
に
乗
っ
た
決
算
額
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が
、
以
来
七
年
に
し
て
約
五
倍
に
は
ね
上
っ
た
も
の
で
あ
る
。

合
併
当
初
は
歳
入
の
主
座
は
村
税
が
握
っ
て
い
た
が
、
こ
の
年
の

村
税
は
六
位
に
転
落
し
、
額
に
お
い
て
も
地
方
交
付
税
二
〇
、
〇
三

五
万
一
〇
〇
〇
円
に
対
し
二
、
六
二
八
万
四
〇
〇
〇
円
で
あ
っ
て
、

全
体
に
占
め
る
割
合
は
五
%
強
に
止
ま
る
に
至
っ
た
。

自
主
財
源
の
乏
し
い
貧
困
な
町
村
を
三
割
自
治
と
言
う
言
葉
で
表

現
し
て
い
る
が
、
三
割
は
お
ろ
か
一
割
に
も
充
た
な
い
自
主
財
源
で

次
々
と
か
な
り
の
大
事
業
が
消
化
で
き
る
事
は
地
方
交
付
税
に
よ
る

と
は
い
い
な
が
ら
有
難
い
ご
時
世
で
は
あ
る
。
さ
て
本
年
の
主
な
事

業
は
村
道
沢
渡
線
の
延
長
工
事
四
六
五
六
万
円
、
成
川
藤
社
線
舗
装

工
事
四
一
五
万
円
、
成
川
橋
架
替
費
四
三
六
万
円
、
西
古
味
村
道
改

良
及
び
舗
装
九
九
五
万
六
〇
〇
〇
円
、
仕
出
平
和
橋
改
修
費
六
四
六

万
円
、
ヨ
ラ
キ
レ
橋
改
修
五
六
六
万
円
、
農
道
田
波
野
瀬
線
舗
装
七

二
〇
万
円
、
農
道
襲
用
線
開
設
二
、
一
五
一
万
三
〇
〇
〇
円
、
林
道

馬
の
谷
線
一
、
六
〇
〇
万
円
、
林
道
田
波
野
瀬
線
新
設
一
、
〇
〇
〇

万
円
、
林
道
イ
シ
ョ
ブ
ネ
線
開
設
三
〇
〇
万
円
、
林
道
平
井
線
開
設

三
〇
〇
万
円
、
岩
屋
寺
遊
歩
道
一
、
〇
〇
〇
万
円
、
中
央
公
民
館
増

築
五
二
〇
万
円
、
仕
七
川
中
学
校
体
育
館
建
設
二
、
三
〇
〇
万
円
、

美
川
診
癒
所
建
築
二
、
二
三
九
万
七
〇
〇
〇
円
等
の
外
、
大
字
日
野

浦
本
組
所
有
の
山
林
外
六
筆
、
そ
の
面
積
七
、
〇
三
六
平
方
㍍
を

一
、
二
二
四
万
円
で
買
収
し
た
。

こ
の
年
国
土
調
査
費
一
、
九
二
万
八
〇
〇
〇
円
、
老
人
医
癒
件

数
二
、
〇
九
七
件
、
こ
の
う
ち
公
費
負
担
額
六
七
九
万
三
〇
〇
〇
円
、

児
童
手
当
該
当
者
二
五
八
人
に
対
し
三
二
八
万
五
〇
〇
〇
円
、
県
工

事
地
元
村
負
担
金
一
、
三
〇
一
万
五
〇
〇
〇
円
を
支
出
し
た
が
、
こ

の
工
事
は
県
道
の
改
良
と
舗
装
で
あ
っ
た
。

昭
和
四
八
年
度

こ
の
年
、
本
誌
執
筆
時
点
で
は
決
算
に
至
ら
な
い
の
で
予
算
に
基

づ
く
の
外
な
い
が
、
歳
入
歳
出
予
算
総
額
は
そ
れ
ぞ
れ
五
三
、
三
六

四
万
三
〇
〇
〇
円
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
決
算
段
階
で
は
三
、
〇
〇
〇

万
円
程
度
の
黒
字
と
予
想
さ
れ
る
。

歳
入
は
一
位
交
付
税
、
二
位
県
支
出
金
、
三
位
村
償
、
四
位
繰
入

金
、
五
位
村
税
、
六
位
国
庫
支
出
金
、
(
以
下
略
)
と
な
っ
て
い
る
。

本
年
か
ら
新
た
に
地
方
譲
与
税
が
加
わ
り
、
二
八
〇
万
円
の
収
入
が

予
想
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
特
別
土
地
保
有
税
の
新
設
に
よ
っ
て
そ
の

収
入
一
〇
〇
万
円
を
想
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
特
別
土
地
保
有
税
の

対
象
は
二
箆
地
区
ゴ
ル
フ
場
用
地
で
あ
る
。
歳
出
の
特
異
な
も
の
は

三
九
年
度
以
来
積
立
て
て
い
た
財
政
調
整
基
金
へ
本
年
は
八
〇
〇
万
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円
、
さ
ら
に
土
地
開
発
基
金
を
新
設
し
て
六
三
八
万
四
〇
〇
〇
円
を

積
立
て
た
。
そ
の
他
を
合
算
す
る
と
基
金
総
額
は
三
、
四
三
八
万
四

〇
〇
〇
円
と
な
り
、
不
測
の
出
資
に
備
え
た
事
、
さ
ら
に
愛
媛
県
が

本
村
を
「
文
化
の
里
」
に
指
定
し
た
の
は
上
黒
岩
の
縄
文
遺
跡
に
由

来
す
る
の
で
、
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
収
蔵
庫
及
び
こ
れ
に
通
ず
る

道
路
改
修
の
外
、
駐
車
場
整
備
等
に
一
、
五
四
九
万
一
〇
〇
〇
円
を

投
じ
た
事
、
並
び
に
テ
レ
ビ
中
継
所
建
設
に
対
す
る
愛
媛
放
送
貸
付

金
一
、
三
〇
〇
万
円
、
郡
土
地
開
発
公
社
へ
の
出
資
金
一
〇
〇
万
円

等
で
あ
る
。

本
年
度
の
主
な
事
業
と
し
て
大
川
出
口
橋
架
替
工
事
、
御
三
戸
荒

瀬
線
の
待
避
所
の
新
設
、
中
央
体
育
場
新
設
、
高
山
農
道
延
長
、
林

業
構
造
改
善
事
業
の
一
環
と
し
て
新
築
し
た
ス
キ
ー
場
手
前
の
総
合

案
内
施
設
・
イ
グ
イ
林
道
・
藤
社
林
道
・
成
川
藤
社
線
の
舗
装
・
御

政

三
戸
荒
瀬
線
舗
装
・
内
分
農
道
舗
装
・
平
井
橋
改
築
・
村
道
沢
渡
線

の
延
長
・
ヨ
ラ
キ
レ
橋
改
築
・
田
波
野
瀬
農
道
の
舗
装
延
長
・
ヨ
ラ

キ
レ
道
路
災
害
復
旧
工
事
等
の
外
、
国
土
調
査
事
業
一
、
二
一
九
万

第2章 財

五
〇
〇
〇
円
等
が
あ
る
。
黒
藤
川
保
育
園
の
新
築
も
こ
の
年
行
わ
れ

た
が
、
老
人
医
癒
費
が
大
巾
に
上
昇
し
て
一
、
五
〇
六
万
八
〇
〇
〇

円
と
な
り
、
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第
三
節

国
民
健
康
保
険
事
業
会
計
の
概
要

合
併
前
は
中
津
村
だ
け
が
国
民
健
康
保
険
事
業
を
実
施
し
て
い
た

が
、
合
併
を
契
機
に
昭
和
三
〇
年
よ
り
全
村
的
に
事
業
を
開
始
し
た

も
の
で
あ
る
。
昭
和
三
〇
年
の
収
支
決
算
額
を
見
る
と
、
歳
入
で
五

八
三
万
四
〇
〇
〇
円
、
歳
出
五
八
三
万
四
〇
〇
〇
円
で
一
〇
〇
〇
円

未
満
に
若
干
の
差
が
あ
る
が
大
体
同
額
で
あ
っ
た
。
当
時
の
国
民
健

康
保
険
税
は
一
七
五
万
三
〇
〇
〇
円
、
保
険
給
付
費
は
五
二
七
万
三

〇
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。
こ
の
裏
付
財
源
が
国
庫
負
担
金
で
あ
っ
た
こ

と
は
今
も
同
じ
で
あ
る
が
、
昭
和
四
〇
年
に
は
歳
入
三
、
二
七
五
万

三
〇
〇
〇
円
、
歳
出
三
、
〇
三
三
万
八
〇
〇
〇
円
と
ふ
く
れ
あ
が

り
、
さ
ら
に
昭
和
四
七
年
度
決
算
で
は
歳
入
八
、
九
七
八
万
六
〇
〇

〇
円
、
歳
出
七
、
六
九
七
万
六
〇
〇
〇
円
に
膨
脹
し
た
。
こ
の
年
の

国
民
健
康
保
険
税
は
一
、
七
一
二
万
二
〇
〇
〇
円
、
保
険
給
付
費
は

六
、
五
三
一
万
九
〇
〇
〇
円
で
あ
っ
て
、
国
庫
か
ら
受
入
れ
た
金
額

は
五
、
六
七
四
万
二
、
〇
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。
ま
た
昭
和
三
〇
年
の

収
支
も
僅
か
で
は
あ
る
が
四
三
七
円
の
黒
字
で
あ
り
、
三
一
年
度
は

三
一
八
円
の
黒
字
、
四
〇
年
度
は
二
四
一
万
五
、
〇
〇
〇
円
の
黒
字

と
、
毎
年
健
全
な
財
政
運
営
が
な
さ
れ
た
。
な
お
国
民
健
康
保
険
税

71



に
於
て
も
村
税
同
様
に
報
奨
金
制
度
を
続
け
て
い
る
が
、
こ
の
報
奨

金
の
財
源
は
一
般
会
計
か
ら
の
繰
出
金
か
ら
支
出
し
、
国
民
健
康
保

険
事
業
に
は
何
等
の
影
響
を
与
え
な
い
様
措
置
し
っ
つ
あ
る
し
、
ま

た
老
人
医
療
・
零
歳
児
医
療
の
無
料
化
に
伴
な
う
歳
入
歳
出
も
す
べ

て
一
般
会
計
に
よ
っ
て
処
理
し
、
国
民
健
康
保
険
会
計
に
は
何
等
影

響
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
美
川
村
が
発
足
し
た
三
〇
年
の
歳
出
決
算
額
が
三
、
七
一

一
万
一
、
〇
〇
〇
円
、
人
件
費
の
総
額
が
一
、
三
二
万
四
、
〇
〇

〇
円
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
一
八
年
後
の
四
七
年
に
は
歳
出
決
算
額

で
四
億
五
、
八
二
万
四
、
〇
〇
〇
円
。
こ
の
う
ち
人
件
費
総
額
は

一
億
一
、
六
三
七
万
七
、
〇
〇
〇
円
に
ふ
く
れ
上
っ
て
い
る
。
ま
た

合
併
当
時
の
村
税
収
入
一
、
三
四
二
万
一
、
〇
〇
〇
円
、
交
付
税
は

九
九
二
万
二
、
〇
〇
〇
円
で
あ
っ
た
の
に
対
し
四
七
年
度
は
村
税

二
、
六
二
八
万
四
、
〇
〇
〇
円
、
地
方
交
付
税
二
億
〇
、
〇
三
五
万

一
、
〇
〇
〇
円
と
な
っ
て
い
る
。

昭
和
三
四
年
に
上
黒
岩
の
岩
瀬
戸
橋
が
架
橋
さ
れ
た
が
、
こ
の
事

業
費
総
額
は
二
一
八
万
五
、
〇
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。
当
時
国
道
か
ら

数
え
て
三
つ
め
の
橋
脚
に
岩
盤
が
な
く
、
や
む
を
得
ず
松
丸
太
一
六

本
を
打
込
み
そ
の
上
に
橋
脚
を
樹
て
た
が
、
こ
の
橋
脚
が
四
三
年
の

洪
水
で
露
出
し
た
の
で
、
四
四
年
に
こ
れ
の
根
巻
工
事
を
行
な
っ
た
。

そ
の
事
業
費
が
、
な
ん
と
二
一
八
万
九
、
〇
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。
橋

全
体
と
橋
脚
一
本
の
し
か
も
根
巻
工
事
だ
け
が
ほ
ぼ
同
額
で
あ
る
。

ま
た
当
時
の
村
倭
は
五
四
〇
万
円
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
四
七
年
末
に

は
八
、
四
二
〇
万
円
と
な
っ
た
。
貨
幣
価
値
は
低
下
の
一
途
を
た

ど
っ
た
と
は
言
え
、
僅
か
二
〇
年
を
経
た
今
日
、
ま
こ
と
に
今
昔
の

感
に
た
え
な
い
。
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第
四
節

財

一
、
明
治
中
期
に
お
け
る
基
本
財
産
の
蓄
積

財
産
に
は
、
不
動
産
・
動
産
・
物
権
・
無
体
財
産
権
・
有
価
証
券
・

物
品
・
債
券
・
基
金
等
々
が
含
ま
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
不

動
産
の
う
ち
財
政
力
に
最
も
影
響
の
多
い
村
有
林
に
し
ぼ
り
、
合
併

後
の
購
入
分
に
つ
い
て
は
不
動
産
の
全
体
に
つ
い
て
集
録
す
る
事
に

し
た
い
。

明
治
二
一
年
の
黒
藤
川
村
外
二
力
村
の
決
算
書
に
よ
る
と
雑
収
入

と
し
て
二
四
一
円
九
〇
銭
二
厘
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
不



動
産
収
益
で
あ
る
し
、
ま
た
明
治
二
七
年
九
月
、
時
の
上
浮
穴
郡
長

加
藤
純
次
郎
は
「
凡
そ
町
村
の
費
用
は
財
産
よ
り
生
ず
る
収
入
を
以

て
之
に
充
て
、
尚
足
ち
ぎ
る
場
合
に
於
て
課
税
に
よ
り
之
を
支
弁
す

べ
し
」
(
以
下
略
)
と
町
村
に
訓
令
を
発
し
て
居
り
、
こ
の
頃
は
主
と

し
て
決
算
剰
余
金
を
積
立
て
る
よ
う
に
と
の
主
旨
で
あ
っ
た
。
そ
の

後
、
国
に
於
て
も
造
林
の
必
要
性
と
治
山
治
水
の
観
点
か
ら
造
林
補

助
金
制
度
を
作
っ
て
植
林
の
奨
励
に
乗
り
出
し
、
各
町
村
も
村
有
林

造
成
に
力
を
注
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

明
治
四
四
年
三
月
の
中
津
村
基
本
財
産
台
帳
に
よ
る
と
、
中
津
村

公
有
林
は
大
字
黒
藤
川
字
ノ
ヂ
以
下
三
三
筆
、
台
帳
面
積
七
三
四
町

四
反
二
畝
二
九
歩
、
大
字
久
主
一
筆
六
反
歩
、
大
字
沢
渡
一
筆
三
反

歩
、
合
計
三
五
筆
七
三
五
町
三
反
二
畝
二
九
歩
、
こ
の
外
に
組
特
と

し
て
久
主
持
四
〇
筆
、
鉢
部
落
持
一
八
筆
、
黒
藤
川
持
二
三
筆
、
同

政

部
落
の
う
ち
本
組
持
九
筆
、
二
箆
持
八
筆
、
沢
渡
持
三
筆
が
そ
れ
ぞ

第2章 財

れ
小
字
別
・
地
目
地
積
別
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
以
上
で
類
推
さ
れ

る
よ
う
に
、
当
時
の
村
有
財
産
の
所
有
形
態
は
純
村
有
、
或
は
部
落

有
、
そ
の
他
社
寺
学
校
等
に
そ
の
所
有
管
理
処
分
権
を
委
ね
た
も

の
、
さ
ら
に
入
会
林
野
と
し
て
共
同
利
用
に
供
し
た
も
の
等
々
、
各

町
村
で
ま
ち
ま
ち
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
施
設
、
た
と
え
ば
学
校

管
理
の
た
め
の
学
校
基
本
財
産
と
し
て
積
立
た
も
の
な
ど
仕
七
川
村

と
中
津
村
は
非
常
に
類
似
し
て
い
る
が
、
弘
形
村
の
財
産
台
帳
に
は

山
林
は
調
査
不
充
分
の
た
め
か
、
駐
在
所
の
敷
地
と
弘
形
校
の
敷
地

合
せ
て
二
四
四
坪
の
外
は
記
録
を
見
る
事
が
で
き
な
い
。
こ
れ
を
現

時
点
で
察
す
る
に
、
当
時
は
部
落
有
財
産
と
し
て
そ
の
管
理
処
分
権

を
認
め
、
村
有
林
は
保
有
し
な
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。

「
さ
て
中
津
村
の
財
産
で
あ
る
が
、
そ
の
後
明
治
四
四
年
五
筆
、
同

四
五
年
二
五
筆
、
大
正
二
年
六
筆
、
大
正
三
年
及
び
同
五
年
各
一
筆

が
買
い
足
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
基
本
財
産
は
そ
の
後
、
ど
の

よ
う
に
処
分
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

大
正
六
年
六
月
二
〇
日
付
郡
役
所
よ
り
の
「
基
本
財
産
補
填
台
帳

調
整
に
関
す
る
件
」
と
言
う
見
出
し
の
照
会
に
対
し
、
次
の
よ
う
に

報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

記

(
原
文
を
表
示
し
て
示
す
)

基
本
財
産
処
分
金
額

処
分
の
目
的

処
分
議
決
年
月
日

補
填
年
度

金
六
百
円
也

議
粉
教
場
明
治
詳
蓋
日
課
旺
塙
範

三
一
日
三
二
「
二
十

沢
渡
分
教
場

明
治
四
十
三
年

自
大
正
三
年

金
千
四
百
円
也

鄭
翻
難

三
月
十
五
日

至
大
正
十
一
年
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村有林

単有分

昭和48年末現在

所 在 地 積 j林令| 入 手 経

大字東川字ヒガシタニ 3番耕地54制外9筆 | 4仙 19 rv 24 I昭和21、同比井上稔晴 より購入 旧仕七川村持込

大大明治正45.1 .25 井川山村崎上勝新寅政太治外郎よ及2り名字よ好り 旧仕七川村持込向上字カゲム キ 3番耕地 548外 4筆 18.64 16 rv 24 3 .12.12 高松より
正 4.7.23

同 字イグイ 1番耕地 604の 1外 3筆 26.52 I 16 rv 34 I 大昭正和6.3.16 高内橋10倉次試よ験り 造旧仕林七川持込
rv uq I sB%P30. 加 林のため県行 となる。

同 字ヒウラ 1番耕地 1124の 32 19 I昭和初 3.16 松岡豊喜より

同 字カミハタ 1番耕地598 18 昭和32.3 .29 岡田篤尚より 旧仕七川村持込

大字七鳥字カギヤモリ 2番耕地 737及び742 || 939 ||雑1木532~37||大昭正和 4. 7 .22 谷西古窪味秀組夫より 旧仕七川村持込
内雑木3.92 1 15 rv 22 I sB%P27. 4 . 19 より

同 字コ 山ニ 1番耕地問び悶| 2181 18d!?17 キ
旧仕七川村持込

563 正14.6.4 より

同 字ナベクラ 2番耕地732の 2 22 I 昭和10.6.1 松岡輿志ーより 旧仕七川村持込
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大字仕出字マルミヤ 2番耕地 857外28筆

単 有者

古語

積 |林所 在 地 入 手 経 路

大字大川字狼ケ城897の2 37叫 13 rv 30 I 昭和35.3 .27 国有林一部払下

大字有枝字本谷山 895rv897 2.75 I 18 rv  37 I 昭和26.1 .26水本福弥，梶家亀次 2名より旧弘形村持込

大字上黒岩字大辻4番耕及地 295rv296 19 1 昭昭和和28.6.24 井大野上元浩学よ次り 井野元勇より旧弘形村持込
び 275 34.10.14 

大字上黒岩字下成 1番耕地51則 及び51似 | 18 昭和35.11.29 平岡哲郎より

大字上黒岩字下り 松 1番耕地 560外 2筆 0.42 1 32 ぉ 1 昭昭和和24.12.29 城溝田守佐美恵子より 旧弘形村持込
rv 0J I ßH~D25 . 7 .25 山 より

大字 日野浦字御山乙 350の 1 1日I 官昭行和犯造林の解約台風により被害木伐採跡地村有林とする

// // 乙 350の4 1川崎A i酬 47 日野浦本組より

// // 乙 350の46 |昭和46.8. 9 村松源市より 駐車場用地として

大字中黒岩字宮地乙~684 の 2 外 1 5 筆 |即日13 城土居山ジツコ篠時郎豊蹴太郎
良雄より

大字上黒岩字ウツノ上 1番耕地問 の1外 4筆 | 昭和46.8 .20 山中美毅子より
ばコ
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大字黒藤川字マツキ 3625の50外 37筆

大字七鳥字ヨコイワ 1番耕地604の3

大字沢渡字キヱモンマワリ外 5筆

19.16 I 10 rv 11 I 昭和37.12.27 越水義一郎より

0.21 

約 8.50

昭和37.3.6 団上政重より

赤蔵周辺自然保護のため(目下未登記〉阪本光夫外より

この外ごみ処理場用地，スキー駐車場用地など小面積のものもあるが省略する

柳谷村共有林

所 在 i也 入 手 経 路

大字黒藤川字ササミネ 3，593番地 53叫 15 rv 21 I 旧中津村より持込

大字黒藤川字マツキ 3，625の67 14 I 旧中津村より持込

大字黒藤川字マツキ 3，625の65 上

官行造林

所 在 地 積 |林 入 手 経 路

大字日野浦字御山乙 350番地 111 .61 hal 19 rv 45 I 旧弘形村持込

同 字カマゲタ山 2278 
2298 1回 39 I 16 rv 18 I昭和32年大字日野浦本組より

大字黒藤川字ナカツ 4，870番地 125.21 I 16 rv 44 旧中津村持込
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歳入 一般 会計 決算額年度別一覧表(単位千円〉

言語

77尽土| 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

1.村 おt 13，421 14，593 18，301 15，386 14，892 14，909 16，620 16，564 17，675 

2 地 方 交 付 税 9，922 10，261 12，888 15，714 16，768 19，868 25，583 31，904 39，784 

3 財産収入 。 1，720 。 101 5，326 46，200 8，672 128 1，878 

4 使手 用 料数及料び 163 639 765 712 744 766 934 1，124 1，377 

5 国 庫支出金 3，517 2，587 1，801 2，437 3，038 2，329 4，318 2，457 3，333 

6.県支出 金 252 142 269 1，333 655 2，702 1，867 3，205 3，713 

7.寄 /1付 」人比 4，193 578 2，287 987 602 1，067 2，343 3，272 1，959 

8 繰 ~皇 金 214 206 2，302 1，206 。 3，251 5，752 7，390 5，026 

9 雑 4又 入 235 519 824 648 823 1，850 3，201 3，616 3，487 

10.村 債 5，400 4，000 。 。 。 。 1，500 。 6，800 

11.繰 入 金 。 。 。 。 。 。 。 1，000 。
ムlコ、 37，317 35，245 39，437 38，524 42，848 92，942 70，790 70，660 85，032 

」
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歳入 一般会計決 算額年度 別一 覧表(単位千円〉

77尽~I 39 40 41 42 43 44 45 

1 村 税 16，379 18，169 17，286 20，292 19，819 21，027 22，733 

2・交自動車付取得税金 。 o I (臨}]IJ時交1地，付方15特金5 ) (臨}]iJ時交地付方8特金2 ) 
2，345 3，653 4，143 

3.地方交付税 47，975 53，930 59，696 74，175 85，844 111，097 138，215 

4・交特通別安交全付対策金 。 。 。 。 79 100 61 

5.分担金及び負担金 1，479 905 2，945 14，379 3，084 7，030 3，676 

6.使用料及び手数料 1，467 1，502 1，872 2，492 2，509 2，522 2，653 

7.国庫支出金 1，657 7，121 9，667 5，803 9，353 14，606 19，119 

8.県支出 金 4，433 6，906 7，393 15，512 17，551 33，560 46，405 

9.財 産収 入 102 566 4，348 2，397 1， 518 2，592 547 

10 寄 附 金 387 2，968 5，889 5，408 4，227 4，344 9，015 

11.繰 入 金 123 1，359 。 。3，000 。1，000 

12.繰 越 金 7，549 11， 758 12，500 14，912 31，368 12，033 22，473 

13.諸 収 入 4，310 1，729 2，413 3，216 3，814 5，145 4，541 

14.村 債 2，000 4，300 3，000 12，700 5，100 9，200 23，900 

メ口L ー計 87，861 111，213 128，164 171， 368 189，611 226，909 298，481 

46 47 

23，769 26，284 

3，840 7，440 

163，566 200，351 

73 154 

4，749 2，982 

2，634 2，877 

14，202 50，117 

61，244 63，381 

3，501 1，700 

10，628 12，432 

(2繰5越，1金8)5 (2繰9越，6金7〉2 

。 。
8，768 8，911 

45，800 84，200 

367，959 490，501 

48 

29，749 

(諮き与)
8，265 

259，703 

189 

859 

2，953 

25，688 

79，068 

6，359 

13，140 

(3繰2越，3金8〕4 

。
7，865 

72，600 

538，822 
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歳出 一般会計決算額年度別一覧表(単位千円〉

77尽j 30 31 32 33 34 35 

1.議 ~ 費 511 579 924 918 1，244 1，771 

2.役 場 費 14，015 7，233 6，537 6，289 7，292 7，890 

3.消 |坊 費 829 1，713 1，723 1，843 2，346 2，103 

4.土 木 費 550 701 989 2，085 1，597 2，228 

5 教 τ同'='ご 費 12，816 13，322 14，415 10，052 9，773 10，918 

6 社労働会施及設費び 2，112 401 570 339 399 1，003 

7 保 健 衛生 費 342 304 314 811 582 739 

8 産業経済費 2，404 2，676 3，856 6，759 6，670 7，958 

9.財 産 費 485 919 2，816 2，810 1，275 3，050 

10 統 言十 費 62 7 12 2 95 235 

11.選 挙 費 193 136 21 377 271 207 

12.公 債 費 810 1，694 2，047 2，299 1，836 43，966 

13 諸 支出 金 1，982 3，258 4，008 6，671 3，487 5，134 

14.繰上充用金 。 。 。 。 2，732 。
メ口L 37，111 32，943 38，232 41， 255 39，599 87，202 

36 37 

1，810 2，380 

9，533 11，676 

2，048 1，681 

2，996 3，824 

22，073 15，156 

6，524 2，010 

2，898 1，553 

6，647 12，934 

2，715 3，231 

4 101 

51 637 

1，591 2，024 

4，508 8，427 

。 。
63，398 65，634 

38 

3，220 

13，805 

2，611 

2，276 

14，784 

1，470 

1，357 

7，223 

4，546 

27 

828 

2，468 

22，866 

。
77，481 

σ3 
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歳出 一般会計決算額年度別一 覧 表(単位千円〉

77尽~I 39 40 41 42 43 44 45 

1.議 コ主広』 費 4，214 3，939 4，226 5，309 4，794 5，984 6，719 

2 総 務 費 20，873 22，590 27，125 27，856 36，858 48，182 57，994 

3.民 生 費 5，817 4，805 4，317 4，602 8，270 15，590 17，834 

4.衛 生 費 1，687 9，410 5，711 4，799 8，720 4，577 8，786 

6.農林水産業 費 8，021 9，084 12，396 26，563 34，614 49，170 68，719 

7.商 工 費 1，428 9，065 2，888 2，379 15，326 3，351 429 

8.土 木 費 12，077 5，015 26，677 36，265 24，705 34，036 44，290 

9.消 |坊 費 2，018 2，340 2，338 2，582 2，867 2，673 5，454 

10.教 =同とて 費 16，111 23，227 20，120 22，844 24，395 29，154 62，506 

11.災害復旧費 1，040 5，741 4，038 1，653 2，736 6，643 4，422 

12.公 債 費 2，816 3，269 3，356 3，150 6，832 4，875 5，236 

13.諸支出金 。 225 60 2，000 7，461 200 59 

l口L 76，102 98，710 113，252 140，002 177 ，578 204，435 282，448 

46 47 

7，301 10，317 

86，686 83，568 

18，641 30，295 

14，854 31，402 

83，996 74，254 

3，012 5，545 

54，608 102，532 

3，432 4，383 

39，743 81，539 

3，649 7，448 

8，274 14，591 

14，324 12，240 

338，520 458，114 

11， 002 

129，283 

52，927 

12.179 

98，324 

1，728 

64，788 

6，669 

76，083 

3，416 

19，926 

24，458 

500，783 

Cコ
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人件費の推移

年 度 別 30 年度 35 年度 40 年度 45 年度 48 年度

千円
人 件 費 1丞 額 13，041 34，860 76，489 132，765 

上 昇 率 60 %上 昇 167%上昇 119%上昇 74 %上 昇

歳出のなかで人件費の占める割合の変遷 歳入総額に占める割合からみた比較
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歳入のうち村税と地方交付税の比較 財政規模の推移

ー一一ー一一地方交付税
・一…キ;J 干~

35:" 
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45" 
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州 L何度J
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成人
歳出

制)お止 40

性質別決算額

球出総街 一一一一一一ー
投資的建設事業

消 1~ 的経p1.
うち人件賢 一一一一一一

30 31 Jl. 33 3+ 35' 1ゐ n 3ft 3'1 +0 '争1φ2. +3 4t +S- ~ '11 +1 
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年度別決算額

吉当

およ尽~I 30 31 32 33 34 35 36 37 33 39 

人 件 費 7，464 7，236 8，601 8，380 9，983 12，381 14，356 17，939 22，287 L8，345 

物 件 費 6，962 9，952 8，419 10，491 8，622 15，103 16，589 15，841 20，254 19，758 

~ 債 費 810 1，694 2，047 2，299 1，836 1，577 1，575 1，650 1，593 1，940 

相i 助 費 3，514 1，628 3，863 3，329 7，225 6，132 9，231 9，683 13，240 7，101 

建設事業費 16，334 10，445 13，231 14，758 9，087 48，723 18，770 13，743 13，275 14，487 

そ の 他 2，027 1，988 2，071 1，998 2，846 3，286 2，877 6，778 6，832 4，471 

l口L 言十 37，111 32，943 38，232 41，255 39，599 87，202 63，398 65，634 77，481 76，102 

吊ょ尽と| 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

ノ¥ 件 費 33，504 36，095 38，213 46，022 57，453 70，133 84，073 102，952 121，262 

物 件 費 20，667 22，857 25，819 29，868 33，801 42，751 57，428 72，996 78，356 

~ム、F 債 費 3，269 3，357 3，150 6，832 4，875 5，235 8，274 14，591 19，926 

補 助 費 7，763 14，059 11，329 19，107 21，560 23，828 32，387 23，514 54，768 

建 設事業 費 27，702 30，234 53，189 53，866 72，628 123，442 140，362 223，000 180，621 

そ の 他 5，805 6，650 8，302 21， 883 14，118 17，059 15，996 21， 061 45，850 

よ口』 計 98，710 113，252 140，002 177 ，578 204，435 282，448 338，520 458，114 500，783 σ3 
CG 
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